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1．土台・骨組がすべて軽量形鋼で堅牢軽量です。

基礎杭などの必要はなく，地ならしだけで建てられます。
2．壁・屋根がパネル式で，組みたて・解体が簡単です。
すべての規格が統一されていて，応用自在です。
3．収容人員に応じて，奥行の伸縮が可能です。
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営 業品目

①アサヒのワイヤロープ⑥久保田のヂイーゼルエンヂン
②マ､ソカラーチェンソー⑦久保田の発電機
③南星式集材機⑧金谷の安全タワー捲取機
④岩手富士集材機⑨山林用ハウス「キノロツヂ」
⑤トラクテルチルホール⑩その他林業機械

株
《
云 社

東京都中央区日本橋茅堀町1～7電(671）9626～7
名古屋市中区車町2丁目1番地電(23)代表8171-4
札幌市南一.条2ノ9番地電（3）4782．2550
秋田市寛ノ丁虎ノロ電（2）667．5826
前橋市細ケ沢町7番地電（2）6765
高山市名田町3丁目81．番地遼高山943
大阪市浪速区新川3丁目630の3番地電(63)5721－4
釧路市松浦町3の8電（2）4588
北見市北四条西6丁目趣．2085
甲府市相生町6番地電（3）607O
仙台市一本荒町17番地電（22）7749．4442
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本社エ場

大阪営業所

東京営業所

*L幌出張所

大阪府知泉市府中町一○六○

電諾和泉二八○～二番

大阪市南区竣谷西之町二五(III西ビル）

電諾（26）五八七一・七一一七番

東京都千代田区丸ノ内三ノー○富士製鉄ピル内四階

竜話（212）三九二四
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本社米国オレゴン州
工場ボートランド市

2100S.E.MILPORTROAD

PORTLAND22,OREGON

工場・支店・取扱店世界各国
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東京都大田区調布千鳥町40

牛方商会工場
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会誌r林業技術｣の
改善について

理事長石谷 憲 男

考えてみますと，本会の会誌も大正11年7月に興林会が「こだま」第1号を発刊して以来，すでに通

巻260号を数えるに至りました。この間幾多の変遷があり，また内容についても若干趣きを異にしてき
たことは否めません。それは時代的な背景の推移によるものといえましょう。

昭和13年10月24号から月刊となり，翌11月25号からは「興林こだま」となりました。昭和18年戦局が

いよいよ熾烈となるとともに，止むなく同年の9月83号をもって休刊し，終戦の翌21年8月，満3年ぶ
りに84号が復刊しました。

そして昭和23年8月に，日本林業技術協会と改称した機会に，会誌も「林業技術」と改題して9月に
はじめて94号を出し今日に至っているのでありますが，終戦後の図書，雑誌業の刊行物が稀少であった

頃「林業技術」が今日のような横組みを採用し，版もB6にと大きくして，体裁を一変させ内容の充実
を図って，その頃としては林業技術の貴重な資料として，わが国林業の復興にも綿密な貢献をなし得た
ものと自負する次第であります。

しかし，その後10数年を経過し，情勢も改まり，会員層も変わった今日において，もとのままの会誌
の姿が，満足すべきものであるかどうかの点については，わたくし共も大いに反省していたのでありま
す。

今日の日林協が「林業技術に関係ある者の職能団体として」わが国唯一最大の組織であることを標ぽう

し，琳業技術の発達宣伝を図り，あわせて林業技術の面から産業の振興と文化の向上に寄与することを

目的とする」（定款第3条）ものでありますから，これにふさわしい施策を進めていくためには大多数の

林業技術者の力強い支持を得なければならないと思います。このような意味から理事会の決定により，

本年はじめ頃から会員の倍増方針を打ち出してまいりましたが，幸いに各支部や分会ならびに会員の熱

心なご協力を得て，会員数も現在では約1万54名を数えるという成果を上げ得ました。そこで会誌であ

る「林業技術」もその趣旨に添った方向に衣がえをし，従来の会員はもちろん新しく会員になられた方

にも，常に親しみと期待の持たれるようなものにしなければならないと思うのであります。

そのような訳で，このたび会誌の編集方針を改善いたしました。これについては，今後最善の努力を

つくす積りでありますが，会員各位をはじめ支部分会からの絶え間ないご叱正とご協力によって，一歩

一歩前進していくほかないと存じますので，なにとぞよろしくご支援たまわりますよう心からお願い申
し上げる次第であります。
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の基礎は確立したのである。この国有林野は国土

中自然条件の最も厳しく地理的に最も不便なる場

所なので経済的にも条件の不利な状態にあり，し

かも主要なる水源地帯に属し治山治水上の関係が

深いので，これを国の力によって管理すれば，民

有林野の取り扱いについては比較的幅の広い自由

を与えうるものとしてこの制度はとりあげられた

ものである。このような林業機造は日本だけでは

なく世界の民主国家共通の制度であり，その根拠

はすべて歴史的に成立した所有権を尊重して動揺

せしめるべきでないとし争う趣旨に外ならなし､と思

う。林業の発達の前提としては所有権の安定こそ

は絶対要件である。これはあえて林野に限るもの

ではないが，林業にあっては多額の立木資本をそ

の上に蓄積しなければならないので特に重視せら

れるゆえんである。今もし国有林野を解放雛権す

る政策をとるならば，社会党の私有林解放論を誘

発するは必至であり，これを拒否する理由を求め

ることができないでありましょう。しかしこれは

社会革命につながるものであり，産業を撹乱し，

社会不安を招く重大事に発展するのである。

世上林野の国有，民有面職比率を盾にとり，地

方分布の不均衡を問題として是正の要を説く論者

を見る。けれども面積比率には何の意味もなく，

もし地方民との関係度合ならば人口割面積の比率

によるべきであるし，また土地柄の良否によって

判断せらるべきである。また保安林国有論を説く

人もあるが，これに至っては保安林並びに保安林

制度の本質を解せざる議論である。森林法の総成

から明らかなように一般林の営林の監督制度との

関連において決するものであり，固定的なもので

はなく，必要により指定し，必要がなくなれば解

除せられるべきものである。また保安林は一般林

の内からその局部を指定せられるものであるか

ら，一般林とあわせて管理し，同時に経営するこ

とによって機能を高めうるので，これを分離する

ことは非能率的であり，いたずらに冗費を増すに

過ぎない。元来保安林制度は林野の私有を前提と

して成立したものであることが了解されなければ

ならないものと思う。ついでながら世上には国土

保安に関係ある土地と関係のない土地とがあるよ

うに考える人が少なくないが日本のような嶮岨な

‐
「

解放問題について
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太 田勇治郎

〔元林業試験場長・本会名誉会員〕

去る8月6日の閣議において池田首相が地方経

済発展のため国有林を解放すべきだと発言し，閣

僚間においても国有林ははなはだ不評であったと

新聞に報道せられた。これは関係者に大きな衝撃

を与えたことは当然である。国有林制度は明治政

府がこれを確立してから六十余年の長きにわたり

多額の国費を投じ，ぼう大な機関を設けて行なわ

れてきた政府事業であるが，それを突如として否

定する態度をとるにいたった現内閣の真意をはか

りかねるものである。疑問の第一は日本林業の基

礎繼造の根幹をなす国有林制度を否定しまたは弱

体化して，日本林業をいかにしようとするのであ

ろうか。閣議の模様から察するに林業問題にはほ

とんど関心を払われなかったようである。しから

ばわが国土の大きな部分を占める峻嶮なる山岳地

方の利用は無視されてよいのであろうか，第二の

疑問は「解放」という用語の意味が雛権すること

で､まなく国有林の経済的利益を地方民の利益のた

めに全面的に直接関係地方に交付することを指す

のではあるまいか。

まず林野の所有分野を変更せんとする政策に対

してはわれわれは強く反発する。日本林業の基礎

椛造は民主的法理に従って成立した所有分野に従

い，それぞれ善良なる管理者としての義務を果た

すとの理念の上に築かれたものであり，政府が明

治三十二年国の所有に帰属したる林野を保有し，

自ら経営することを誓ったことによってこの職造
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る。これはもっともなことで一国の首相としてき

わめて高遮なる感覚というべきであろう。そこで

このような憂慮を除くためにはまず国有林の経営

について他のいかなる種類の経営者よりもはるか

に多い資本を投下し，また運営資金を増大するこ

とによって地方民の雇用をまし，その賃金水準を

他産業の平均に劣らないようにすると同時に事業

物資の購入等を通して地方経済をうるおすよう横

極的な施策をとるべきであろう。なお不十分であ

るとすれば現行の諸制度を改め国有林の収益一従

来国庫に収納された分一を全部地方発展のために

直接地方に交付する方策に出るべきであろう。さ

らに必要ならば国有林産物流通機椛を再編してそ

の利益がことごとく地方の所得になるようにして

これに対応する産物処分の制度をうち建てるべき

ではないだろうか。かような方策が強力に実施せ

られるならば，国有林の存在する方が他の何人が

所有するよりも地方の発展を促す力が大きくなる

ことは疑いなく，地方の人々も利己的な所有欲と

か感情とかいうものを外にすれば十分満足するに

相違なし､であろう。これと関連し朝日新聞社説は

山林辺地の窮乏は国有林所在のためであると説い

ている。日本の辺地問題臓肖は国民の生活格差是

正の上から現下重要なる社会問題たることは何人

も承認するところであるが，隆々たる文化の時代

におし､てすべての文化の光の及ばない惨めな辺地

の存在するのは周辺の土地が辺地民の所有に属し

ていないからではなく，日本の山岳地帯の国上開

発が行なわれないためにその環境が周辺の土地と

ともに経済的にはなはだしい劣勢状態を呈してい

るからである。このまま放置して土地だけを与え

たからといって日本の辺地問題が解決すると考え

ることははなはだしく安易な考え方と↓､わざるを

えない。この辺地窮民に林地を与えたとしてもこ

れから定時収入をあげるためには造林のため相当

多額の支出を7～8年にわたり継続したうえ，さ

らに20～30年すえおかなければならないわけであ

るが果して可能であろうか。また収砿しても運搬

の不便なる辺地にあっては搬出費がかさむため立

木の佃i格が低くなり，採算の有利なことは望みえ

ないであろう。かようにして一見仁政のごとくで

あるけれども名実相そわないものになるば必至で

山岳地帯にあっては関係のない部分はありえなし、

といっても過言ではない。また森林が多いほど効

果も高まるものと見るべきである。

以上のような理由をあげて林野所有分野の改訂

を唱える人はあるけれども，すでに述べたように

絶対不動の根拠とはなりえないので，たちまち変

改を招くおそれがあるばかりではなく，具体的に

界線を決定する方法(土成立しない。したかってこ

のような論議はすべて観念的なもので，実用的価

値のない抽象論に過ぎなし､。そしてこの分野を定

めるものは自由意志によって成立した事実に立脚

するの外はないのである。

林野解放という用語には林地の利用転換の問題

が含まれている。日本は木材不足国であり，現に

多量の輸入を必要とし，多額の外貨を支払ってい

ることは周知のとおりであるから，わが国民経済

の健全を図るためには自給度を高めることが望ま

しい。木材はまた世界的にも不足物資である点か

ら見ても木材を経済的に増産することが必要であ

ることは論のないところであろう。この点からす

れば林地の減少は好ましくない。また日本の気象

関係から見て治山治水の効果を少しでも損わない

ためには森林地を縮少することは望ましくなし､。

しかし国民経済の成長のためにはこれを変更する

ことあるもやむをえないところであろう，しかし

この場合には転用してあげられるあらゆる利益の

総合が林地として利用するよりも大きくなくては

意味がない。しかもその利益は恒続性をもたなく

てはならないこともいうをまたない。しかるにこ

れまでの政策の跡を見るに国家政策の勢いまたは

ムード，は行政権を刺激して政策実施機関が土地

利用の較利実際効果または環境との関連性等に

関する冷静なる判断力を失い，そのため不適地を

適地に繰り入れてはなはだしく不経済な状態に陥

れ，あるいばまた，そのために窮民を造る結果を

招いた場合も起きているので，転用の場合には過

去の誤った轍を再び踏むこのないように十分に科

学的検討を加え，冷静な判|折によることを強く要

望するものである。

池田首相は国有林が地方の発展を阻碍している

ことを蕊慮するもののごとくである。また8月8

日の朝日新聞社説もまたこの点を強く指摘してい

T＝

ロ

魯
壁

－5－



／

ある。故に姑息な手段では解消しうるものではな

く，総合的な国土開発計画の下に環境を根本的に

改善して新産業の成立しうる基盤とその条件を整

えることが先決問題である。それにより住民の向

うべき道が定まり，そのために必要なる用地は国

有林から分譲してその繁栄を図るべきであろう。

真に辺地の改善を行なわんとするならば，安易

な方法により一時を糊塗するよりも，徹底した方

策を誰ずることが真の愛情ある政策ではあるまい

か。

国有林の解放問題に関しては以上に論ずるよう

に土地所有権の安定は社会平和の基礎であり，日

本の林業椛造はこの原理の上に築かれているとの

観点から，その構造の根幹となる国有林制度は原

則としてこれを誰らなければならないと信ぎるも

のである。この国有林の経営はおのずから自由に

行ないうるのであるから。これに力を注ぐことに

より民有林業の発達をも促すことを期すべきであ

ろう。またその経営を通して地方経済の発展，地

方文化の向上に具体的に役立たしめる制度または

施設を積極的に行なうならばあえて所有権の移転

を必要としないばかりでなく，国有林の存在する

方が望ましいことになることが明らかである。

国有林の転用については国民経済上林地として

利用するよりもはるかに優れていることが明らか

ならば，当然実施すべきであるが，その査定はあ

くまで科学的であり，冷静な判断によるべきもの

であることを付言する。

投 稿募集 刀牌1岨T卯超

新しい方針(36ページ参照）に基づき下記のように投稿を募ります
⑧研究，調査の発表

研究や調査については，その結果の要点だけをわかりやすく他の会員に紹介する目的で，できるだけ簡単言

に書いて下さい。複雑な図表や表はなるべく省いて下さい。

[400字詰原稿用紙10枚以内（刷り上がり2頁以内)]:

③自由論壇

林政に関する問題，技術振興に関する事項など,林業の発展に寄与するご意見ならなんでも､お寄せ下さい。；

[400字詰原稿用紙枚10以内（刷り上がり2頁以内)];

③会員の声

本会に対するご要望，会誌に関するご意見など，

〔400字以内〕冒

●質問

御I『上の質疑，参考資料の問合わせなど，関係の専門家にお願いし，誌面で回答いたします。

口上記についての投稿は会員に限ります。また原稿は，未発表のものをお寄せ下さい。

口図，表，写真などを入れる場合は,上記〔〕内の制限字数から一枚について300字づつ減らし：

てお書き下さい。

口原稿には，住所，氏名および職名（または勤務先）を明記して下さい。

口原稿の取捨，掲栽の時期については，編集室にお任かせ下さい。長すぎる原稿は紙面の関冒

係で掲載できませんのでお返しするか，圧縮することがあるかもしれませんから，ご了承：

下さい。

口掲載の分には薄謝を贈呈いたします。
mTpTT唾ロエ・‘‘，』，，‘,‘,,匡皿，，，』・”…轍，‘｡,､､，，,，‘』,，，‘,,，,恩･･･････､,′,,｡,,,。』,』4』,Bｴ叩，‘｡,,,,,,,･ﾛ。，,,』，，ﾛ皿匡雪‘,,･叩‘‘↓wi,‘､6MM‘,iiiiiiil1,‘,1111,‘Mi，‘ifDOiOEm,、1m,Ⅲ』mpzz『叩I『『,i『『r9rm],,ET｡,町
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民有林における

林業技術

筆者が昭和37年度に林野庁の委託で行なった実

態調査の報告書「階層別に見た林業技術の実態調

査」（38年6月林野庁調査課）を林業経営の近代化

という視角から見直して，そこからなんらかの、

ヴィジョンミを描き出してみよう。

ここでいう技術は，いわゆる純粋技術や生産技

術を意味するのではなく，経営者によって選択さ

れ経営にとり入れられた技術（東畑氏は経済技術

という）と理解するのであるが，それではその実

態はどのようであろうか。これを筆者が実地に調

査した事例をもとにして述べることにする。

調査の対象と判断の尺度

ここでは年趨造林と伐採をしている蝿莫の経営

を対象とした。その場合一口に経営といっても，

家詩院足的または財産保持的なものもあるし，企

業的運営を目指しているものもある。後者の例と

しては，岐阜県石原光春氏経営を一つの｢現実鯛

として例示することができる。同氏は戦後材木商

から転向し，新たに1000haの団地を狸得し9･よき

技術スタッフを得て，育林から伐出・販売まで一

貫して，企業性を指向しながら実施している経営

者である。

そこには労働生産性の向上についての不断の努

力の姿がみられる。

元来林業生産では，比較的軽労働で婦人・老齢

の実態

三井鼎三
〔林業科学技術振興所〕

者でも可能な育林作業と，重労働で特殊技能を必

要とする伐出作業とは，はっきり区別されてい

た。しかし，最近の腱山村の労働事情から，労働

力の確保と節約が大きな問題となるにおよんで，

この両作業を一貫して眺める心要が生じてきた。

そこで問題となるのは労働の質(軽労働と重労働）

の相異であるが，これば誉人間の裸の労働力、で

みた場合のことである。もし進歩した機械・器具

の使用により重労働から解放されることになれ

ば，質の問題は量の問題に変わり，労働力の各作

業への融通が可能となり，その結果，労働節約も

できることになるわけである。

前記石原氏の経営は，まさに，このことを完壁

に近いまでに実行しているのである。これは慣行
的技術を踏襲する一般山林家に見られない点であ

って，同氏の企業家的意識とスタッフの近代技術

の認識に基づく新しい行き方である。かくして，

この経営は林業経営の近代化に関して一つの尺度

を示すものとなるのであるが，その場合一つの条

件がある。つまり，それは経営がある程度（これ

は地域によって異なるが）以上の規模を備えてい

ることである。

天竜森町地区の事例から

一般に天竜林業地とは天竜川本流およびその支

流域を指しており，太田川流域の森町地区はこの

－5－
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筋からはずれた地区であるが，天竜市（二俣)，

仲ノ町の両市場を中心とした同一市場圏にあるこ

とは，天竜林業地の一地区と考えてよいはずであ

る。ここでは森林組合がきわめて活動的であり，

機械力導入にも非常な努力が払われている。

付）育林過程では天竜一般の慣行的技術が各経

営の採択するところとなっている。しかし，植栽

については密植の傾向(4000～4500本）にあり，

100ha以上の規模で企業的意識の濃厚な経営で

は，下刈機の導入がみられ,450haのT.K.氏の

ごとき植穴掘機をも備えている。

回育林過程では大体この程度であるが，伐出

過程まで含めてみると経営規模によって運営のし

かたに差が現われてくる。大体80ha以上の階層か

らは素材生産まで行ない,100ha以上(500ha～は

未調査）になると市場までの運搬を含めて一貫経

営する事例がみられる。これには天竜(二俣）。仲

ノ町の原木市場の発達が原因をなしている。

い以上は技術研究グループに属し，しかも企

業的経営を目指している事例にみられることであ

るが，森林組合での聴きとりによっても，この地

区の一般的傾向であることが認められた。ことに

前記TK.氏は(450ha)岐阜県石原氏と似通っ

た経営近代化の考え方を有している。T.K・氏は

戦後になって経営にタッチした経済専攻の新進林

業家で，機械力を導入し，一貫経営によって労働

不足に対処するとともに経営を近代化の方向に進

めている。

鹿沼市加蘇地区の事例から

ここでは林業技術研究グループが優良林業地を

視察するなど，良い技術の導入に意欲的である。

とはいえ，古い伝統と恵まれた立地条件をもつこ

の地区では，やはり慣行的技術が各経営の選ぶと

ころとなっている。

（ｲ）育苗では古くは自家燕苗が相当行なわれた

が，大正初期にスギ赤枯病によって自家養苗がと

絶え，以後購入苗に依存していた。第2次大戦

後，ことに近年大麻の不況と麦類。陸稲の減反と

によって生じた余剰苗畑に再び自家養苗の開始を

みるようになった。

これは幼苗を購入，1年据えおきで山出しする

のであるが，労働量も他の作物より少なく，反当

収入の点でもより有利であるからである。中小経

営の数戸は森林組合の委託生産を担当し，山出苗

7～8万本を提供している。最近大規模経営（50

ha～）では苗木不足に対処して自家養苗増加の傾

向にある。

育種については，森林組合理事のU氏は大正4

年から約10年間優良母樹からの山地直ざし（歩
止り80影）を行ない，すでにその林分から20,000

石を収獲し，なお4.000石を林地に保有している

という。なお同氏は最近にも「山武スギ」4,900

本の挿木を行なった。このような例もあり，また

隣接に福田氏のスギ優良品種の選抜固定に関する

実践があるにもかかわらず，この地区全体として

は研究グループによる試行の程度を出ていない実

状である。

（司樹種選択については，比絞的小規模な階層

ほどヒノキ・マツが多くなる。これは下久我．加

園方面の林種転換対象地はマツ・ヒノキの適地が

多く，ここに;ま小規模層がかたまっているからで

ある。この規模のものは従来マツの適地にまでス

ギ・ヒノキを植えていたのであるが，近頃加園方

面ではマツの植栽が増加してきた。これは15ha以

下の規模では従来薪生産に供していた広葉樹林

が，薪の需要成によって採算がとれなくなり，林

種転換に踏み切ったためである。

50ha以上の大規模経営は小作に落葉を利用させ

る関係で広葉樹林を残すほかは，スギ・ヒノキに

変えている。これは大規模経営が大体，上久猫の

地味良好（スギ60％，ヒノキ40％，の適地）な奥

地に多く林地を所有するためである。小規模経営

ではシイタケ禍木用に広葉樹林を残すかどうかの。

問題に対しても，し､まの広葉樹価格からみて林裡

転換をしたほうが有利だとの考え方をしている。

それでは伐期の長いヒノキをなぜ植えるかとい

うと，広葉樹林にしておくよりは有利だからと答

える。

ヤウ槌餓本数は32年位まではha当り3,000本以

下の疎植もあったが，現在は3,000～4罰000本をモ

ーードとして5,000本におよんでいる。この地区で

は概して小規模階層に密植の傾向がみられる。こ

－6－
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れは雇用労働に依存する階層は，将来の労働力不

足を考えて，除伐・間伐に危ぐの念をもつのに対

して，自家労働による階層は間伐で雑木代以上の

収入が得られるという計算があるからである。

（=）保育は慣行的技術を出ておらず，枝打にし

ても，技術研究会員の吉野，北山林業地視察後一

時的にとり上げられたが，この地方ではその結果

が価格に影響しないため漸次行なわれなくなり，

ヒノキのみ枯枝を除く程度である。

下刈機の導入は，最近森林組合で2台共同購入

したが，傾斜の急な起状の多い地形と，作業面積

の小さく分散していることもあって，労働節約の

点ではまだ実用の段階にいたっていない。

小規模階層で特に顕著な差異の出る造林頻度

は，約15ha以上になると1戸当り年1度という答

が出る。これは人工林化の進んだこの地区のよう

なところでは当然のことかもしれない。

㈱伐出過程についてであるが，この地区では

ほとんどが立木処分である。素材の生産・販売ま

で行なう経営もないわけではないが，その数はは

なはだ少ない。小丸太の価格高脆によって，中小

規模に間伐を行なうものが多くなっている。主伐

は一般にスギ35年，ヒノキ45～50年の伐期をとっ

ているが，大規模経営になると中目丸太の割安と

経営者の財産保持的意向とが反映して，この伐期

を過ぎた林分を保有し，階層が大となるほどその

面稜が大であるようである。

立木処分に際しては立木のまま出石計算で素材

生産者または製材業者に渡すのであるが，天竜地

域のような立木検知売りまで至っていない。また

伐採個所が小面積（高盈0.6ha)に分散している

ことが，この地区の特徴である。このことはその

まま再造林に移行してでき上がった森林の幡成は

古い概念でいう良い姿をしている。

しかしこれが集。運材の機械化を遅らせている

原因であり，労働節約を中心として経営の合理

化．近代化を考える場合問題となる点でもある。

⑪ ⑪

これと林道網の発達（これ自体は喜ばしし､ことで

あるが）とにより伐出過程での機械力の導入も，

あまりはかばかしくない。森林組合が助成金で1脚

入した，チェンソー2台，共立パワーサイセ2台，

鉄索架線1基もまだ試験運転の程度で，今後組合

の行なう協業にその活用の場を残している状態で

ある。

㈲では，この地区ではなぜ伐出・販売までの

一貫経営が行なわれ難いのであろうか。一般に育

林生産者(普通の林業家)にとって，素材の生産・

販売まで行なうことは，企業者的能力はもちろ

ん，一応の生産設備と実行上の煩雑さが要求され

る。そこで，この地区のように恵まれた好環境の

もとでは，各経営者はその必要性と有利性を十分

認めながらも，し､まなお素材の生産・販売にまで

踏み切れない状態であるといえる。しかし労働事

情の現状から経営者共通の意識としては，育林生

産者の行なうべき素材の生産・販売を森林組合の

協業・共販の形で実現されることを期待している

のである。また森林組合でも労働力固定と機械力

使用の観点から，労務班の結成と熟練者の育成と

を企画する動きがあり，漸次具体化の方向に進ん

でいる。

むすび

以上各地区の調査事例から看取できることは，

最近の農山村の労働事情の逼迫が契機となり，経

営者の企業的意識が喚起され，従来ややもすると

停滞しがちな経営の近代化が，「育林から伐出・

販売までの一貫的運営」によって促進されるとい
う雲ヴィジョン、である。かく一貫経営すること

によって，育林生産においても企業性が従来より

多く追求され，その達成の手段をも合理化・近代

化することになる。この場合，大規模な経営にお

いては単独に，中小規模のそれは協業で運営する

ことが考究されよう。

⑪ ⑪
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国有林の

観光資源開発

はしがき

森林はそれを機能面から見ると，林産物の生産

一という商行為につながる質的経済機能と，水資

源，レクリエーション，野生鳥獣の保護という社

会の公共福祉につながる公益的無形の効用機能が

ある。従来森林は林産物生産機能に重点が置かれ

今日も変わらないが，最近内外の識者の間で森林

の無形的効用，公益的効用が有形効用と同じウエ

イトで重視されるべきことを主張するようになっ

た。

これらの役割は，それぞれ目的を異にしてお

り，有機的な調和のとれた経営により最善の効用

・を発揮することができるのであるが，森林と観光

の関係は，利害の調整と森林の審美上の問題だけ

に，その取り扱いは特に方針を明確にし，慎重に

決定しておく必要がある。

‐わが国の観光保健休養資源としての森林は，法

的には自然公園法，文化財保護法，森林法等とよ

り，保護規制され，行政的には厚生省，文部省，

農休省等の指導監督の下に一般国民に利用されて

いたのであるが，その他観光行政は運輸省，建設

省，法務省，労働省，通産省等と多元的であり，

国際観光，国内観光の推進を図るためには，統一

された基本政策を必要とするものであって，昭和

38年6月に最も新しい文化立法として，国の観光

の方向を示す観光基本法が制定された。今後の森

林と観光の問題については熊点をこれに合わせる

’
豊田真澄
〔林野庁・計画課〕

必要が生じてきた。

基本法に示された政策の目標は，(1)国際観光の

促進(2)国民の健全な観光旅行の普及発達，(3)地

域格差の是正の三項目をあげている。なお国の施

策として目標達成のために次の8項目をかかげて

いる。

1

2

3

4

5

6

7

8

外国人観光旅客の来訪の促進および外国人

観光旅客に対する接遇の向上を図ること。

国際観光地および国際観光ルートの総合的

形成を図ること。

家族旅行，その他健全な国民大衆の観光旅

行の容易化を図ること。

観光旅行の安全の確保および観光旅行者の

利便の増進を図ること。

観光旅行者の一つの観光地への過度の集中

の緩和を図ること。

低開発地域につき観光のための開発を図る

こと。

観光資源の保護，育成および開発を図るこ

と。

観光地における美観風致の維持を図るこ

と。

このように観光憩法とも称すべき法律が制定さ

れ，国の観光目標が明確になったが，どの法律に

は実体規程が含まれていないので，今後は基本法

に基づき子法ともいうべき実体法規が整備される

－8－
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ことになるが，林野庁としても前記第1号から第

8号まで列挙された事項のうち第3号～第8号は

大なり小なり関連性があるので，今後の課題とし

て国有林自体の対策をあらかじめ樹立して置くこ

とが必要となっている。

国有林における観光資源利用と施設の現況

1資源利用の現況

（1）国立公園

国立公園は，わが国の風景を代表する傑出し

た自然の風景地で，厚生大臣の指定によるもの

で全国に21カ所ある。総面積1802千ha,そのう

ち国有林面積1015千haで国立公園の主要部分を

形成している。

（2）国定公園

国立公園に準ずる自然の風景地で，厚生大臣

の指定によるもので，全国に22カ所ある。総面

積563千haのうち国有林面積は85千haである。

（3）都道府県立公園

すぐれた自然の風景地であって，都道府県知

事が指定したもので，総面積1979千haのうち

448千haが国有林である。

（4）その他

ア風致保安林

風致保安林はわが国の名所旧跡の風致を保

存するために盤林大臣が指定したもので，全

国28千haのうち国有林は76カ所10千haがあ

る。ただしこのうち27カ所の保安林は自然公

園に含まれてし､る。

イ保護林

保護林は国有林の経営その他公共の利益増

進のために全国の重要風景地または学術上貴

重な森林に対し林分を区画して設定したもの

で54千haがある。これを自然公園と重複し

ているものが多く風景の核心となっている。

ウ文化財

わが国には数多くの史跡名勝天然記念物が

指定されているが，総件数1742件中，国有林

に関係するものは106件に及び，国有林では

正域を画し，第1種林地とし大部分が禁伐的

取り扱いをし保護施設としては標柱，制札を

設置し，取り締まりを厳重にしている。

エ国民休暇村

国立または国定公内園の景勝地に，宿舎を

中心とした各種の保健休養施設を集団的に整

備した地域で，現在全国に10カ所指定されそ

のうち2カ所，鹿沢（_上信越高原国立公園）

近江八幡（琵琶湖国定公園）には国有林を一

部含んでいる。

2施設の現況

上記の利用地域には，国（厚生省等）民間事

業団体等により諸種の施設がなされ，国有林は

その土地を貸付するほかに自からの施設として

は次のものがある。

（1）避難小屋

登山人口は過去12年間に毎年2割から3割増

加して，現在の登山人口は約1000万人とし､われ

ている。これに比例して毎年の遭難者は後をた

たず，激増の傾向すら見えるので，林野庁は国

民の福祉の増進を図る立場から，遭難予防対策

のため昭和35年度より正式予算をもって避難小

屋を設置することになった。昭和35.36年にお

いて5カ所の設置をみ，37年度はさらに5カ所

新設の予定である。

なお，今後設置の候補地は37カ所に及び，登

山人口の急増と遭難事故多発に鑑み，一層の増

設が要望されている。

(2)スキー場

積雪地帯の国有林は早くから，スキー場とし

て利用されていたが，最近のスキー人口の増加

は特に著しく，国有林をスキー場として使用す

るための貸付け申請が各地に起こり，これらを

個瘤に貸付けすることは，国民一般の利用上か

らも，国有林野の管理経営上からも，好ましく

なく，スキー場管理は，国が材業経営とあわせ

て直接行なうことが妥当であるとの観点から，

昭和34年度より既利用個所を含めて41カ所’約

2000haをスキー場として指定し，その整備に

着手している。

事業の内容としてはスキー場の障害物の除去

地形の整備，指導標，案内標の設置，公衆施設

等である。

－9－



国有林をスキー場に指定した場合の林地の取

り扱いは除地として扱われることになっている

多目的性の調和的利用を考慮して経営すべきで

あるが，とくに観光資源として重要な森林につ

いては，資源の利用目的の多様性を調整しつつ

その目的の一つである観光保健休養機能を十分

に発揮せしめるため，国有林経営の一部として

観光資源開発を促進すべきである。

2国有林の観光開発の進め方

国有林は森林の多目的性を十分調整の上編成

された経営計画に基づいて国自から実施すべき

施策は国有林野事業特別会計の中で実施すると

ともに民間資本により実施することが適当であ

る企業的事業については国有林の貸付け等によ

りこれが実施の促進を図り，国有林の利用目的

を達する上に必要な管理上の監督指導を行なう

この場合国の行なう施策は国有林の観光保健

休養的機能の保護助長と利用に関し，公共の福

祉に寄与する性格のものとする。

ただし企業的な事業であっ､ても，上記機能の

保護，助長および利用上の観点から国が実施す

ることが必要である場合，国有林野事業特別会

計の中で実施することができることとする。

3観光行政との関係

国有林は，国の観光行政の方向と従いなが

ら，それを国有林野事業の一環として実施する

ものであり，その点で観光行政につながるもの

である。

3その他

国有林はこの他に鳥獣保護のため，禁猟区の設

定，史跡名勝天然記念物の管理，高山植物の取

り締まりを行なっている。

国有林における観光資源開発の考え方

最近における国民所得の増加と，これに伴う生

活文化の向上によって，国民の観光保健休饗が重

要な問題として取り上げられ，国際観光の問題と

共に先の通常国会において観光基本法の制定を見

たのであるが，国有林には未開発の観光資源が豊

富に存在し，観光開発の指向も，国有林に向けら

れる傾向が強くなっている。

かかる状勢において，林野庁は本年1月以降こ

の問題を取り上げ国有林観光資源調査委員会を設

け，次の中間答申がなされ，庁議にかけられた

が，なお委員会は積極的に前向きの姿勢で観光資

源の開発を図る手段方法，観光資源が長く国民の

文化生活のため維持され，それが計画的に推進す

る手段方法jその他につき継続審議することにな

った。以下は同委員会の中間報告に基づく観光資

源開発の考え方である。

､▲L
■ロ

1林業経営と観光開発の関係

森林は林産物の生産のみならず，水資源，レ

クリエーション，野虫鳥獣保護のための機能を

有し，これらの機能を調和的に発揮しうるよ

う，取り扱われるべきものであることは，最近

における世界各国の主潮であり，先に行なわれ

た第5回世界林業会議（1960年シヤトルにて開

催）においても，森林の多目的利用についての

決議がなされ，参加各国の一致した賛同を得て

いる。

特にアメリカにおいては山林局創設以来，か

かる考え方で国有林の経営がなされ一つの林地

において,木材生産,水資源の確保，レクリエー

ション機能の発揮が調和的に行なわれてきた。

わが国の国有林経営もこのように森林のもつ

以上が中間報告の内容であるが，これからの

林野庁の観光に対する考え方の方向としては，

観光行政の中において林野庁がどのような立場

にあるか，役割をなすべきかを明確にして，法

律上もこれを体系づけて，国でなすべきことを

決定し，国民が国有林に何を期待しているか，

どのような施策を行なえば多数の国民が観光を

通じて国有林を理解するか，また国民はどのよ

うな保健休養施設を望んでいるか，という新し

い社会の要求，国民の要求にこたえることが，

国民の福祉を考慮した真の国有林のあり方を示

すもので，国有林の存在意義がある。

ただし，これらの施策を実施する場合現行諸

令の問題ならびに，国有林野特別会計における

財務上の問題がある。

鐸
〉
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0

国有林野観光資源調査 る森林施業計画の作成。

5施設計画

観光地域内に適当と認められる施設の種類，

規模，施設位置の計画。

最近におけるレクリエーション需要増加に鑑

み，国有林野も適地はなるべく観光保健休養的に

活用できるよう取りはからい，国有林野経営に取

り入れる考えを持つべきであるとして，38年度の

中央森林審議会に国有林の保健休養について諮問

中であるが，これと別途に38年6月「国有林観光

保健休養賓源調査実施要綱」が示され，各営林局

に対し次の各項について調査を進めるよう通達さ

れた。

さし当り38年度中に調査を予定している地区は

札幌営林局･…野幌

青森〃…恐山

秋田〃…･蔵王

前橋〃…･･･磐梯，裏磐梯

〃〃.･苗場山

東京〃……富士，箱根，伊豆

長野〃…･南アルプス

〃〃．….中央高原

〃〃．….､中部山岳（大町）

名古屋〃･････白山

大阪〃．．…･宮島

〃〃･･･奥島山

高知〃…･･石鎚山

熊本〃・･･祖母傾山

〃〃．.….久住高原

以上15地区となっている。

一

lL
倭

すなわち調査事項にしては，観光地城ごとに

1現況調査

観光立地条件，観光利用の現況，今後の利用

動向の予測。

2基本方針

観光的特性に基づく保護ならびに利用計画。

3地区区分計画

風致の維持助長と利用の調整を図るため風致

保護区と施設地区との区分計画。

4風致施業計画

風致保護地区，施訪地区別に風致助長に関す
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造 林機械のゞ
菩第キヰヰヰ芽

i~ユ｛~五~1~－1－1幸-1.全__1

中 村英碩
〔林業試験場・経営部〕

のベベルギヤの組み方によって右回りのものと左回りの

ものとがある。右回りのものは刈払われた物を右の方向

に倒して行く働きがあるから，左から右へ振ってなぎ払

いながら進むと能率がよい。同様に左回りの頭部を持つ

機械では右から左へなぎ払うのに適しているが，下刈り

などで柔らかい植生を刈り放しにするときはこの方向性

の問題をあまり気にすることなく左右往復刈りでもさし

つかえない場合もある。

普通の作業者は従来下刈鎌を右から左へ振って刈払う

動作に慨れているので，右脇に吊した左回りの機械を好

むようである。ただし，この場合機械を山側に吊るため

に急斜地ではエンジンが根株や岩などの地物に衝突する

おそれがあり，また，背の高い植生を刈ろうとすると，

刈払われた草木が作業者に向って倒れて来て邪魔にな

る。これをさけるためには刈払い頭部から作業者の左側

に向って斜めの撫作桿を出す方法がある。

左回りの頭部を持つ機械を左脇に吊るようにすれば，

この払い除けには好都合になるわけであるが，吊り方を

研究しないと払い除けるたびに磯体が体側から離れてお

どるので具合が悪い。右回りの機械を右脇に吊って右の

方へなぎ払う場合も同様である。

携行式の刈払機であるから機械に対する仕事の供給通

は，作業者が機械を振りながら歩行する移動作業能力，

すなわち体力によって決定される。刈払い可能幅は約2

mであるから1haを全刈するとすれば少なくとも約5000

mを歩かねばならない理くつになる。これで下刈りなど

で柔らかい植生を刈払うとすると，1～2馬力のエンジ

ンが満度に働くに足るだけの仕事量を供給しようとする

と，人間は猛然と機械を振りながら前進しなければなら

なくなり，とても長時間にわたって作業することはでき

ない。さりとて燃料の無駄を省くために仕事量に見合う

ようにエンジンの回転をしぼって使うと，鋸の回転速度

が落ちて切れ味が悪いばかりでなく，草がからみついて

仕事にならない。

また，地栫えに使う場合を考えると，根曲り竹の密生

育林関係の作業は昔からほとんど人力に頼ってきたも

のである。近時労力不足その他の事情から急に機械作業

への要望が強くなってきたけれど，急峻な地形に加え

て，あらゆる環境が人力作業を前提とした姿にでき上が

っているので，仕事愛（馬力）当りの価格が安く、威力

の期待できる大型動力機械の導入や開発が非常に困難

で，結局ポータブルな機械に頼らなければならない状態

である。これでは足場の悪い林内で人間が歩行する速度

と，携行能力などの体力に制約されるので，幾地と同じ

ような環境にある苗畑作業以外には，それほど大きな成

果を要望するのは無理である。

ただし現況では，その可搬式機械ですら完全にその

能力を発椰しつくしているとはいい難いので，作業技術

の改善や機械そのものの改良によっては，まだ相当大き

く成果を拡大する余地がある。今回は紙面の関係もある

ので山地育林用機械について述べることにした。

1，刈払い作業用機械

造林事業では，地栫えや下刈りの作業が非常に大きな

比率を占めるので，この面に機械力を導入する試みがま

ず実行されたのは当然で，前述の事情から日本ではポー

タブルな，いわゆる刈払機がこのところ，大変な勢いで

導入されており，1962年3月末で国有林に6400台ほど，

民間にもそれと同じ位は入っていると思われる。

刈払機の最も普通の形は，いわゆる藤林型式で，長さ

150cm前後の伝動軸管の後端に1～4馬力程度の2スト

ロークガソリンエンジンをつけ，前端に地面とほぼ平行

な面で回転する丸鋸その他の刈払い頭部を持っている。

描行作業には伝動軸管の重心点付近を肩から掛けたベル

トで吊り，適当な位髄に設けたハンドルを握って操作す

るようになっている。

もう一つの型はいわゆる共立型式で，エンジンは背中

に背負ヤ､，動力はvベルトとフレキシブルシャフトを介

して伝勤軸管に入れ，操作はこの管と，頭部から出てい

る別の操作桿を握って行なうものである。

刈払い頭部の回転方向はエンジンの回転方向と，頭部

､へ
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地であれば普通の動作で作業しても2へ3馬力前後の仕

事量は供給できるようだし，さらに太い雑木の場合に

は，もっと大馬力のものがほしくなるであろう。大は小

を兼ねにくいのが刈払機の宿命の一つで，現存機を前提

とする限り・仕事の内容によって目的に合った機械を選

ぶべきである｡大馬力のものはそれだけ動力系統を丈夫
に設計せねばならないので重くなり，したがって作業動
作はのろく，値段ば高くなる。この人間（体力，技能）

と刈払し､対象およびエンジン出力の三者のバランスが機

械導入に当たって』〕一つの着眼点になる。なお経済効果

の見地からは，手ごわい刈払い対象ほど磯械導入に有利

で，柔らかし､軽易な植生の所にはそれほど大きな効果は

期待しにくい。また極力軽く作ってあるとはいえ,12kg

前後もある機械であるから，鎌よりはるかに重い刈払機

を総えて急斜地を登降するのは大変な労力の浪費であ

る。この程度の磯城を前提としても植列は水平か斜めに

改められるべきで横方向に不揃いの林地で機械下刈りを

やって見ればその不便さはすぐにわかるはずである。ま

して次回の造林のI劇Wにはおそらく車禰作業に移ってく

るのはまちがいないと思われるが，そうなれば水平作業

は絶対の条件になる。今にして植列の形を改めておかな

ければ伐根の処理問題で悔いを数-卜年後に残すことにな

ろう｡造林技術者諸兄の決断をお願いするところである。

エンジンは最近次第に軽量化されてきたので全体重量

が軽くなったのは結櫛であるが，マフラやキャプレタが

無神経に臓へ飛び出ているのは破損，火傷の危険が多
い。また，重心点付近を吊して作業する機械では，エン

ジンが軽くなれば相対的に頭部が重くなる。そこで支点

を先へ移動すれば刈り幅が狭くなって何にもならない。

むしろ頭部を軽く作りたし､のであるが，メーカーは伝動

シャフトやベルギヤの強度の関係からこれ以上軽くしに

くいといっている。高速回転の鋸刃が樹幹などに喰い込

んで急減速されるとエンジンの方には大きな回転悩性が

あるのでこのべベルやシャフトなどの伝動系統で餓も弱
い所が犠牲になってこわれてしまう。それで次第に頑丈

な伝動機構になって今日の姿になっているので，経し､頭

部を実現させるためにはこの衝撃的な負荷を何とかして

すべらせて逃がすことを考えてもらはねばならない。
振動と騒音も慣れない間は気になるが，現在の国産刈

払磯程度のものであればさほど心配することもないと思

う。ただし，わたくしなどは全く平気になったが手作業

から移ったばかりの人には，身体が馴れるまで1～2週

間は若干こたえるらしい。振動は装潜方法と動作姿勢で

解決できるし，音響は5000サイクル程度から上の有害高

音部をカットする比較的小さな消音器で解決できる。

地栫えのための刈払いでは末木枝条や雑木の鋸断が必

要になることがある。刈払機では有効鋸断陸が小さいの

で，合わせ伐りや回し伐りをしなければならないが，長

し､柄の先につけた丸鋸ではねらいが不安定で効果的でな

い。そこで4型のチエンソーを併用する作業仕組みが考

えられる。ところが10～15cm程度以下の細い材に対し

ては，現在のチッパータイプのチエンは刃の間隔が大き

いのでよほどそっと鋸を当てなし､とチエンに大きな衝撃

がかかりやすく，チエンの損耗がひどい上に，鋸断能率

もはなはだしく落ちてしまう。丸鋸であればそのような
ことはないから刈払磯のシャフトを短く切りつめたよう

な形の手持ち丸鋸賎があれば，鋸径を大きくしても案外

幟くその上安く作れると思うので小径木用として日本の

磯林業からは喜ばれる機械になるのではなかろうか。

わが国でも北海道その他の平坦林に近い地勢の所では

造林作業においても車糯作業が試用されはじめている。

刈払作業についても不整地走破性能のよいウニモクやジ

ープ，あるいは各種のトラクタなどに，その動力取出し

D(PT.O)を利用して，地表と平行な面で高速回転

する板を取りつけ，その周辺に設けた鉈状の刃や鎖で草
木を薙ぎ払って行くロータリスラッシャ類あるいはバ

リカン状の刃で細い植生を刈り除くモーアなどを動かし
たり，農耕用の回1転耕転機（ロータベータ）を装着して

雑草を土と一緒に掻きまわしてしまうような強力機械作

業が相当な成績をあげている。ただし，それらの車輌は
斜面を横切って作業することを得意としていなし､ので，

最大傾斜方向に近い線で斜面を登降しつつ作業すること
になり，登坂時には重い自分自身を走らせるのに大部分

のエネルギーを消謎するし，走行系統は変速されるがP

T,O,には変速装撒がないので登りと降りとで各作業機
の対地回転速度が変化する不都合さも現われている。

可搬刈払犠ですら水平作業が望ましいのであるから車
輌作業ともなれば当然その行き方を取らなければならな

いが，斜面を横に走る作業車輔は外国にもほとんど例が

ないので山岳林業国である日本の技術者（工業分野も含

めて）の独自の努力で一日も早くその実現にまで持って

いきたい。林道がなくては車輔は動けないという意見も

もっともであるが，まず車輌を開発してそれによって林

道や林業技術を強引に山の中へ引っぱり込む方が現状と

しては一番早い技術革新の道ではないかと思っている。

2，植付け作業用機械

欧米の平地林に近い地勢の所では，プランタカ湘当良

い成縦をあげているらしい。しかしそれは傾斜地横断作

業に適さないのと，樹根や石礫の妨害を受ける所感よそ

の機能を発揮できないので，現在の日,本では適用範囲が

－1ろ－



'

限定され，北海道などの新値作業で障害物のない所以外

ではあまり活用されていない。しかし，この車輌による

コンベアシステムのような自動流れ作業方式は植付け作

業でも最も好ましいものであるから，将来は何らかの自

動植付け機械を山岳林へ導入できるように林地の環境を

改めて1,,くと共に，プランタそのものも山岳人工林の再

造林#こ適したものを開発していかねばならない。

現在植付･け作業に使われ始めているもう－－つの穰械に

ボーダブルなアースオーガがある。これは元来フェンス

ポールオーガとして開発された機械で杭穴のような細く

て深い穴を掘り上げるのに適した道具である。数馬力の

チエンソー用のエンジンなどを原動力とし，これを数十

分の一に減速して垂直方向のシャフトをまわし，先端の

刃で穴を掘り上げる仕掛けになっている。現在植穴掘り

用として山岳林内に持ち込むには，この位のものが限度

であるので，寄せられてし､る一般の期待は大きいよう

だ。人力の10倍以上の仕事量をこなしうるエンジンを持

っているのだから，理くつの上からは効果があげられる

わけであるが，重量と，トルク反動の問題などがあって

伸び悩んでいる。

一口に植穴掘りといっても，根曲り地帯では土中にあ

る根茎層の切り払いが要求され，別の所では穴を掘るこ

とそのものが要求される。その穴にしてもある場合は土

を掘り出さずに耕転のみに止め.るべきだといわれ，別の

所では掘り出して周辺に堆積しておけといわれる。人力

作業であれば一言指示すれば目的が達せられるのだが，

機械は設計から変えてかからねばならない。たとえば根

曲りの根茎切り払いを考えてみる。現在のアースオーガ

では鋭いプロペラ状のブレードの相当な高速回転で目的

を果そうとしているが，植穴を貫通している根茎は一た

んその一部が切断されると穴の中で躍っているのみで切

除が非常に困難になってしまう。ところがこれを唐鍬で

上から打ち込んで切れば!/ｨ馬力以下といわれる人間が，

案外短時間に完全にその部分の根茎層を切り取ってしま

う。切除を目的とした機械なら上から下へ切り込むブレ

ードが合理的であると思われるのでこの方向の開発を提

唱したい。また，土を掘ったり耕転するのなら，現在の

プロペラ型やスパイラル型の機械で一応役に立つ。穴を

掘り上げるには普通のスパイラル型でよいし，土を外へ

出さず，土層の配列も変えずに耕転だけやりたいなら正

逆転付きのスパイラルが目的を果たしてくれて抵抗も少

ない。ただしこれはそれだけ重く高価にもなることと，

正逆切り替えその他に時間がかかる短所を持っている。

ある程度の根切りと耕転を兼ねさせたければ前述のプロ

ペラ型がある。これは一番普及している型式であるが，

多目的であるだけに不徹底で，土を飛ばしてしまう難点

がある上に切り込みの抵抗も多く，したがって，そのト

ルク反動を人間が支えねばならないので作業は決して楽

ではなし､。特にブレードが岩石や太い根に当った場合，

ブレードが止まって逆に作業者の方が機械と一緒に振り

まわされるおそれがある。それと根切りの性能を上げる

ために現在のものは刃をするどく回転を速く，トルクを

小さくしたものが多い。トルクに耐えるためにまた機械

も相当重いものでもあるから，オーガは2人用の方が好

都合のように考えられるが山岳林内の移動作業では2人

ではかえって扱いにくく，危険も伴うので日本ではほと

んどが1人用になっている。

このように見てくると植穴掘りのような機械はむしろ

作業車輌に取りつけて使いたいものの一つである。山岳

林内を自由に走行できる作業車が完成されて，そのアタ

ッチメントとして植穴掘機を考えることができれば，今

までのポータブルオーガでは考えられないほどの大きい

馬力（仕事量）を投入することができ，少々の樹根など

は問題にしない位の大きなトルクでブレードを回転させ

ても，人間とちがって車楠が踏ん張っているのだから，

振り飛ばされる心配はあまりなくなるだろう。また車戦

作業嬢であるからポータブルな機械では期待できないか

なり面倒な機構のものも採用することが可能になる。

車輔作業を条件とすれば植付作業もまた大きく変わっ

てくると考えられる。それは造林技術との密接な協力に

よらねばならないが，傾斜地の車輔作業では現在のプラ

ンタのような牽引方式のものはあまり好ましくないの

で，たとえば3本の作業腕を持っていて，最初の腕が強

力な一蝶で穴を作り，次の腕が苗木を挿入し，第3の腕

で覆土するというような方式も考えられる。またかなり

の重いものを林内に運び上げることも人力時代ほど苦に

ならないから，苗木や種子を適切な養分のある土壌で梱

包しておいてこれを植え付けることにより，当初の成長

を早めて悩みの種の下刈りなどの手入れを極度に圧縮す

ることも可能になろう。

人が歩く所に道ができるように，車輔が歩きまわれば

否応なしに林内にその通路がついて行く。路がつけばそ

れを道に直すのはそれほど面倒ではなかろう。道路がで

きればオートバイや自動車が山へ入ってくるし，そうな

れば林業技術者ももっと現場に足を運ぶようになる。大

体私ども林業技術者はあまりにも現場を知らなすぎるの

で，技術革新が空回りしているのが現実ではなかろう

か。造林機械の使い方がわたくしの与えられたテーマで

あったが，このような気持ちが働いているので脱線して

しまった。お許しを乞う。
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昭和37年度の国有林野事業予算執行方針の中

で，「生産事業の能率を向上し，あわせて跡地地

ごしらえ作業の能率化に寄与するため，トラクタ

作業，および造林木の皆伐作業における機械集材

について，原則として全幹集材作業を行なうもの

とする」と明示されており，昭和37年度より全幹

集材作業が林野庁の方針として全局的に取り上げ

られ，積極的に推進されるようになった。

しかし，全幹集材作業そのものは事新しい問題

ではなく，従来とも局によってはそれぞれ実行さ

れていた方法であった。すなわち，木材生産の機

械化が行なわれた以前においては葉枯し伐採とい

って伐倒して玉切を行なわず枝付きのままで林内

に置き乾燥して材を軽くして運享方法がとられた

り，あるいは地曳集材といって全幹材のまま牛馬

で林内より搬出されたこともあった。

これらはいずれも限られた現場で行なわれてお

り地形的に複雑なわが国では全面的実施にまでい

かなかった。ことに伐採郵易が奥地へ次第に移行

し，また機械集材技術も初歩の段階では全幹集材

作業の実施は考えられなかった。しかるに近年機

械集材技術の著しい向上が林業機械の性能向上と

相まち加うるに人工造林地の伐採が多くなってき

たこと等により各地で全幹集材作業が実施される

ようになってきた。全幹集材作業ば従来の作業仕

組と比較して著しく作業工程が簡略化されること

から伐採作業の技術革新の一端として，最近最も

注目すべき作業法となっているが，この実行過程

においてはまだ解決すべき多くの技術的問題をも

っており，したがってここに今まで実行された結

果を参考として全幹集材作業についてのやり方，

問題点等を述べると同時に二・三の実行例を記述

して現在各地で実行されている全幹集材作業のよ

り円滑な実行と新たに全幹集材作業を実施しよう

としている人々の参考となれば幸いである。な

お，全幹集材作業については数多く行なわれてい

る現地の実行例を参考としすみやかに一つの体系

を樹立することが望ましい。

1全幹集材の定義

現在全幹集材と呼ばれている作業法には各種の

方法がある。

立木を伐倒したまま枝付きの長材をそのまま搬

出する方法でこれを伐倒木集材，あるいは全木集

材等といわれている方法と，立木を伐倒し枝を払

ったものを搬出する方法で従来から全幹集材とい

われている方法と，天然林の大径木等は伐倒のま

ま，あるいは伐倒し枝を払ったままでも重過ぎて

集材できない場合には元口より，一本あるいは，

二本の丸太を採材してから残りをそのまま搬出す

る方法，これを半幹集材といっているがこの方法

と以上，大きく分けて三種類の方法を総称して全

幹集材といっている。以上の方法を表で明示する

と次のとおりである。

全木集材あるいは伐倒木集材一枝付き

｜ ……
全幹集材，全幹集材一枝払いして穂付きのまま集

材する

、半幹集材一元口より，一本あるいは二

本丸太を採材した後の部分をそのま
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ま集材するこの場合には残りの部分

の枝を払うか，そのままかによって

もまた，二つに分かれる

このように全幹集材といってもその作業方法に

よりいろいろと分かれてくるが林野庁の林業用語

集ではこれらを一括して全幹集材という言葉に統

で，安全管理と労務管理が集中的に行ないうる。

ヤウその他災害の防止

従来伐採跡地に遺棄された末木枝条によって生

じた各種災害，たとえば山火事，獣虫害，水害等

が防止される。

同作業仕組の改善

~難枝払い，玉切り作業が一カ所に集中され，

I人力木寄集材臓で言なくなり必然約に生産工

議
地栫えがha当り5．2人工節減できた場合がある

が，これは労力において70％，経擬において59％

節減できた例もある。

㈲計測業務の簡素化

本数検知を行なうことにより著しく計測業務が

鳥

△1
－

寵

‘守

畷

一しているが，実行結果の検討の際はこれらのこ

とを十分認識の上検討すべきであろう。

2全幹作業の目的

全幹作業は何を目的として行なわれるか，

これを行なったことにより，どんな経済効果

が見られるかを述べて見よう。

（ｲ）資材の集約利用

従来のように林地で伐倒，枝払，玉切りさ

れた材を集材する方法によれば相当量の残材

が林地に遺棄され，これを集約的に薪，パル

プ材等に採材して新たに林地より搬出しよう

とすればコスト高となり，採算があわない。

しかるに全幹集材作業を採用することにより，

これら末木枝条あるいは梢端部も一緒に搬出

され－カ所に集められ，利用可能になり，資

材が集約的に利用される。また従来丸太の搬’

”

『
や
埴

守
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出
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材が集約的に利用される。また従来丸太の搬出中

に生ずる損傷から延寸をつけていたがこれも必要

がなくなり，木口の割れることもなく，品質その

ものも向上し,ha当りの収入も増加する。

㈲労働災害の減少

造材作業等足場の悪い所で広面積にわたり作業

を実施してきたのが安全な個所に集中されるの

簡素化されるに至った。一例として従来の方法で

は月24人工であったのが7.5人工でできるように

なった例もある。

（ﾄ）品質管理が容易になり品質の向上

山元土場まで搬出されてから採材するので監督

しやすく採材寸法について市場の要求にすみやか

に応じられ販売上有利となる。
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以上は全幹集材作業を行なう主な目的である全幹材の方向変換に多くの時間がかかったりして

が，実行方法，現場の条件によってはこれらの目集材作業の流れが停滞する場合には全幹集材作業

的をすべて満足させるとは限らないが，とにかくは望ましくない。全幹集材の場合には人力木寄せ

全幹集材を実施する場合，これらの目的を満足すができないので尖端集材作業をよほど手ぎわよく

るように実施すべきであろう。 実行しなし､と下段の集材作業に多くの無駄が生ず

る。このような場合には全幹集材作業は望ましく

ない。
3全幹集材作業の不利な場合

㈱剥皮等を必要とする場合

アカマツ等で至急剥皮を必要とする場合等は全全幹集材作業はいかなる場合でも有利であると

は限らない。あまり効果の上がらない場合，不利幹集材作業が完全な流れ作業で伐倒即集材される
場合以外は伐倒，玉切りしてすぐ剥皮をする必要

な場合を述べて見る。

《）跡地更新の不要な場合

この場合は特定な地域に限られるが，全幹
集材作業の大きな利点としては伐採跡地の地

持えの労力ならびに経費の節減があるが，更

新不要な場所ではこの利点が生かされないこ

ととなる。

㈲枝払，玉切り作業を行なう土場が確保

できない場合

全幹集材作業は枝付き穂付きのまま土場に

集材され，そこで枝払いや玉切り作業を実行

するので相当広い面積を必要とし，狭い場所

では能率も急激に低下すると共に次工程の運

材作業も能率よく実施できないので，ある程度のがある。もっとも相当の時間を経過して剥皮して

面積を必要とする。従来までの実験によれば縦15もよい場合はその限りでない。

m横20m位の広さは最少限必要となってし､る。す

なわち造材した丸太が円滑に後方に輸送でき，末作業実施上の問題点

木枝条等の残材を取り片付けたり，これよりパル

プ材，チップ材等に採材したりするのに十分な広ff)機械の性能上

さが必要となってくるのでこれに応じうる面積の 全幹集材作業を実施する場合集材用機械として

ない場所ではいたずらに混乱が生じて全幹集材作はおのずから従来の機械より高馬力のものが要求

業の効果が生まれてこない。される。最近集材機，トラクタ共高馬力化してい

い機械集材を行なわない場合るが特に集凋機は従来大型で85馬力であったが，

従来の玉切りされた丸太を集材するのと異なり近年ほぼ同じ大きさで130馬力のものが出てきて

容積，重量共に大であるので機械集材でなければおり，人力木寄作業ができないため横取集材作業

集材は不可能である。全幹集材作業になるとほとを広範囲にわたり実行しなければならないことか

んど人力木寄せは不可能となり，この工程が必然らこ胴より三胴集材機が望まれるようになってき

的になくなってくるが作業条件によって機械作業ている。将来天然林の大径材等も全幹集材の対象

のできない場所では全幹集材作業は不可能となとなるとすれば，より高性能の集材機が要求され

る。よう。トラクタについても大型化が要求されるが

（=）作業の流れが著しく停帯する場合職入価格等の経済的条件によりいたずらに大型ト

多段集材の場合における接点の角度によってはラクダの導入も考慮すべきであり，これらは今後

二亀

尋
一
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ものが見出せない。

作業の状態が従来の造材手は造材作業，機械集

材手は機械集材作業というように単一的に割り切

れないので組編成により職種も混合職種的!こ実行

されており共同出来高制をとっている場合が多

い。

㈲造林上の問題点

全幹集材作業を実行する場合，最も大きな問題

となっているのは造林上の問題である。京都大学

の四手井綱英先生によると従来の伐採方法では一

番化学成分の少ない幹だけ矛燗していたので林地

の生産力は大して消粍しなかったが，全幹集材作

業では地上部全部を林地外に持ち出すので林地の

生産力は激減する，農地のように農地外から容易

に有機物をとり込むことができる場合と異なり林

地ではなかなか困難であり，今までは林地に残さ

れた枝葉が森林の主要な養分となっていたが，こ

れが全幹作業によって不可能となった場合は森林

の再生産が危ぶまれるといわれているが，この点

についてはいるし､ろの論議もあり今後大きな研究

課題となっている。（つづく）

ぬI
F検討すべき問題である。

トラクタについてはトラクタ道の作設，サルキ

ーの使用等により比較的小型のものでも実行可能

である。ことにわが国の林地では傾斜，林道の条

件により大型トラクタの導入がはばまれている。

㈲ワイヤローブの強度

全幹集材になると従来のワイヤローブでは細す

ぎる。従来は主索で径が22m/nから24m/nが主で

--部では26m/nを使用している個所もあるが全幹

尉才作業では一つの荷重が大きくなりそれに伴い

ロープの径も大きくしなければならない。荷重増

加に対してはワイヤロープの径を大きくするか，

ハイテンションの特殊ローブを使用する二つの方

法があるが径を大きくするとワイヤローブのみで

なく集材機用の付属品，すなわちキャレッジ，ブ

ロック類の径もおのずから大きくなり急激に径の

大きいロープを使用することは，今までの付属品

を大型化しなければならず大きな損失となる。そ

こでハイテンションのローブを使用することによ

り従来のブロック類をそのまま使用して行く方法

が多く採られつつある。ハイテンションローブに
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八 1図天竜材業地及び製材産坤
弓

②天竜製材業界
g皇

太線内天竜林業地7万ha

o天竜製材発祥の地掛壕

川ﾛ巳

川

境内で，すでに植林が行なわれたと伝えられており，さ

らに，古文普には，元禄9年（1696年)，水窪町の山住

神社神職が熊野伊勢詣のとき，かの地の林業に心を奪わ

れ，苗木3万本を持ち帰って，神社境内に植栽し，引き

続いて，56万本を植え込んだと記されている。このよう

に，育成林業の歴史は古く，現在，由緒ある社寺の境内

には，樹齢数百年にも及ぶ人工林木が亭々とそびえてい

るが，これらは，いずれも神仏に対する信仰に基づくも

のであった。

しかし，徳川中期以降になると，

①掛塚港より江戸に移出される天竜材需要の高ま

り。

②地質が古生層片麻岩で，すぎ，ひのきの成育に適

し，地力の低下も少ない天恵の地が多し､。

③幕府代官の造林保謹政策。

などの影響で，ようやく，一般民間の造林意欲も高くな

り，積極的な林業経営が行なわれるようになってきた。

さらに，明治になって，金原明善翁の生涯をかけた，献

身的な努力によって，天竜林業は一段と飛躍し，現在，

天竜林業地帯9万haの63%を人工林で占めるに至って

いる。その蓄穣は，針葉樹1,200万Zn3.広葉樹500万'rn3,

成長量は，針葉紬5万In89広葉樹10万In3である。

ただ一つ，欠点といえば，植える努力に対し，枝打

よく，天竜林業地帯と天竜製材産地を混同されるむき

が多いので，まず，上図によって，それをはっきりさせ

ておこう。つまり、天竜林業地帯は，天竜市以北の1市

6町村にわたる天竜川流域の美林を指し，天竜製材産地

とは，天竜川河口の浜松市中ノ町地区から，天竜市北部

にかけて群在する製材産地のことをいってし､る。

さて，信州諏訪湖に源を発した，流長215kmに及ぶ天

竜川が遠州灘に注ぐところに，掛塚という古い港町があ

る。今は，ただ，太平洋の荒波に洗われる，海辺の一村

落にすぎない掛塚も，製材産地「天竜」を，また，天竜

林業を語るとき，それは，決して忘れることのできない

モニュメントである。昔，まだ，陸上交通の発達しなか

ったころ，掛塚港は，遠州と江戸を海運で結ぶ，交通の

かなめだった。天竜川を，筏流しで下ってきた天竜材

も．掛塚港で舟積みされて，江戸へ送られていたもので

ある。天竜材と，犬消費地江戸を結びつけ，天竜材に商

品価値を生み出させたのは，掛塚港だったといっても過

言ではない。天竜の製材業と刺籠は，この掛塚港を窓口

にした，唾撒な江戸の建築材需要に裏打ちされて，その

基盤を確立したということができよう。

1

寺

一
再

夛

＝

積極的な林業経営

天竜地方では，文明年間（1472～1489年)，秋葉神社
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ち，間伐などの保育に対する意識があがらないことであ

る。これは，立木を買う業者が，単に材積のみを重視

し、手入の有無，良否に報いるだけの習臘がなかったこ

とも，一因となっている。

と移ってし､った。

このように，天竜製材産地の中心は，掛塚一中ノ町

一二俣と北進しながらも，その規模は，東京市場の需

要増に支えられて拡大を続けており，現状は，1表のと

おりである。また，35年から57年までの5カ年間の変遷

をみると，2表のように，そのふえかだは，全国県内

の水準を上回っている。とくに、工場数が，全国的には

漸減傾向にあるにもかかわらず，依然として増加傾向を

示してし､るのは珍しい。

また，帯のこ盤製材機フォークリフトなどの設備は

3表のとおりで，帯のこ盤では重磯械的なもの，専用機

的なものがふえ，作業能率の低いものが減る傾向がみら

れる。

1表天竜地方の製材エ場

ふえ続ける製材工場

豊かな森林盗源をバックに，大消費市場一江戸一に建

築材を供給してきた天竜製材産地は，江戸＝東京の発展

膨脹につれて，現在まで順調に伸びてきた。その過程を

歴史的にみると，次の段階に分けることができる。

(1)機械製材の導入

明治8年（1875年),わが国始めての民間製材工場と

して，水力による円のこエ場（竜山村）と，火力によ

るおさのこ工場（浜松市）が出現した。この結果，従

来の非能率的な手びき製材は，次第に，能率的な機械

びき製材に変わっていった。

(2)東海道本線の開通

明治23年（1890年).東海道本線が開通し，天竜地方

と東京が鉄路で結ばれ，それまで，海運一本に依存し

ていた天竜材の輸送に，一大変革をもたらした。しか

し，はじめは，まだ，鉄道運賃が舟運賃よりも割高だ

ったため，鉄道の利用も少なかったが，日露戦争･終結

後，鉄道運賃が値下げされるに及んで，天竜材の出荷

は海上輸送から陸上輸送へと切り替った。製品輸送を

鉄道に頼ることになった製材エ場群は，掛塚港から，

東海道本線および天竜川の水運に便利な，浜松市中ノ

町地区に移動し，天竜材市場の中心は，完全に中ノ町

に移った。かくて，長い歴史の足跡を残して，掛塚港

は，衰退の一途をたどることになったのである。

(3)二俣線の開通

掛塚港より中ノ町へ移った製材工場は，大正から昭

和初年にかけて，著しい発展を示したが，昭和15年，

国鉄二俣線が開通すると，原木入手の便利さから，中

ノ町の製材資本は，国鉄二俣駅を中心とする。現天竜

市二俣地区へ移動しはじめた。

(4)佐久間ダムの完成

昭和35雫，佐久間ダムの完成を期に，数百年来，業

界が親んできた天竜川の筏流しにも，ピリオッドが打

たれた。天竜材の撤出は，すべてトラック輸送に変わ

った。この結果，天竜川の水運の便を第一とした製材

工場の立地条件は，大きく変化してきた。さらに，ト

ラック運賃の筏流送費に対する割高，国道1号線完全

舗装の完成にともなう，トラックによる製品出荷など

も，工場立地に対する考え方を一変させるものだっ

た。そして，天竜材市場の中心は，中ノ町から二俣へ

鐘』

エ場数|動力数年間原木消費量
26@|6,789kw554,778ml
1ヨ09，，960kw770,799m8
製材工場の変遷(33年100をとした57年の指数）

年
一
》
｜
》

2表

区分|工場数|動力数｜
天竜’1'7。｜↑46’｜
静岡県|]07s1"401

年間原木消饗量

138．9

134．3

全国’94褐｜イ30.2 124．6

3表天竜地方の製材エ場の設備

|弱年'36年|増加率鯵
|‘491'･sl2a!勝のこ盤計

'7612261"a#自動送材車付帯のこ盤

今47137
8217‘

手押送材車付帯のこ盤
一

787
－

92．7
テーブル兼用送
材車付帯めこ悪

』

老
迩
端
一
”

43

244149．2
321

ラ
ル
ブ

ロ
ニ
ー
ア

り
こ
の

テ
盤ブ

のこ盤｜
｜フ卜 ｡｜・51－フォー

一

注，両年とも12月51日現在。ただし，フォークリフト
は57年12月31日現在。

しかし，表面的な，数字の上では成長しているように

みえる天竜製材産地だが，はたして，これでよいのだろ

うか。今後も，この調子で成長してし､くのだろうか。

伸び率が鈍い

まず，ふえ続けている製材工場の，動力階層別の比率
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をみてみると，エ場は，ずいぶん大型化しており、最近入荷増は，今の成長量からみて，現状以上に多くを望む
5カ年間の，1工場当りの動力数，年間原木消費量，1ことは，むずかしいようである。
kw当りの年間原木消費麓，工員1人当りの年間原木消そこで，地元材，他県材に代わって脚光を浴びてきた
溌壁などを，全国，県内の平均値と比べると。いちおうのが外材である。しかも，こともあろうに，いわゆる天
天竜がトップである。しかし，これらの数字の動きをみ竜製材産地はおろか，ずっと奥地の信州境にまでも，外
ると，下図のように，天竜の伸び率は鈍っている。工場材が遡上してきたのだか．ら驚きである。と同時に国有林
数はふえているものの，工場の規模，あるいは,1kw民有林の大山持は，一考も二考もしなければならない時
最近5カ年間の動き（33年を100とした37年の指数）代になった。現在，外材を扱っている工場

数は，全体の35影に及び．米材，北洋材の

製材品が，天竜から東京へ毎日，トラック

で出荷されている。

今になって，外材に関税をかけて，外材

輸入を制限しようとする運動が，ちょう

ど，大正末期の外材輸入反対運動の再燃と

なりつつあることは，厳に自戒すべきこと

であろう。

1
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当りの原木消饗量といった面からみて，現状のままで

は，天竜の製材エ場はもはや，限界点にきているといえ
るのではなかろうか。

また，かつて，天竜材製品が他産地物よりも高く評価

され，10影以上もの高値をつげえたのは，板物，割物で

その色と艶の良さにあった。しかし，その天竜も，今や

消費原木の半数を県外材に依存しており，天竜材独自の

色，艶は誇れなくなり，この面からも，工場経営の頭打
がし､えるのではなかろうか。

従業員は30才以上が70%

遠州は，名だたるオートバイ，楽器，繊維の産地であ

る。中でもオートバイ，楽器はブーム産業であり，かつ

大企業である。従業員の待遇など，零細企業である製材

工場は，足下にも及ばず，自然，製材工場の中学新卒者
など，若い人たちの新規採用は皆無に等しい。あるとす

れば，中年過ぎの人たちの，工場間のたらい回しだろ

う。このため，57年10月現在の製材･エ場従業員の平均年

齢は，37才にも達している。これは県内平均の3，才に比

べても格段の高さである。また，年齢階層別比率をみる

と’30才以上が75％を占めている。

現在，静岡県木材協同組合連合会の一大事業として，

工場診断，設備改善を進めており，従業員の老齢化から

くる生産性の低下は，これにより，ある程度カバーして

いるものの，若い人たちに魅力のある製材エ場経営にな

らなし､限り，労務面からも，明かるい将来は期待できな
いのではなかろうか。

また，この労務不足は，製材ばかりではなく，山林労

務にも現われており，天竜林業地帯では．今後,0年を経

ずして，50～60才台への老齢化，労務者数の減少が著し

くなり，中堅労務者は半減するものと思われる。これに

対し，国や県も，従来の資源確保政策ばかりでなく、労

務対策をも，真剣に打ち出すべきではなかろうか。製材

業，林業のためにも，また，豊かな森林資源を目の前に

して，木材代替品を使う憂目にあわないためにも…...。

天竜林業地帯へも外材の進出

豊かな資源を頼りにして始まった，製材産地「天竜」
ではあったが，マンモス都市，東京の建築需要の前には

天竜林業も力及ばず，最近の製材原木の入荷状況は4表

のとおりである。とくに，他県材の比率の減少が大きい
が，これは，

Ⅱ

一
一
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4表入荷原木の産地別材積

計｜県内材他県材｜外材
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①他県における製材能力の増加にともなう，原木，
移出量の減少

②他県における原木価格の値上がりによる，原木の

運賃負担力の低下

などが原因で，さらに，運賃負担力の低下は，遠隔地材

の入荷を，いっそう困難にしつつある。一方，地元材の

不安定な価格

原木の苑を県外材に頼らなくてはならないという，窮
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めるとすれば，外材を対象にした臨港製材工場との原木

入手面での較差を解消させることが必要になる。浜名湖

を利用した船舶荷役施設や水面貯木場の建設，外材共同

仕入磯構の確立などを急ぐべきである。

2加工の高脚上

慢性的に進行しつつある，原木高の製品安から抜け出

すには，付加価値の向上一一高度加工－－に目を注ぐべ

きである。他種大企業が，多角経営の一環として，ボー

ド類，軽量建材（ジリカリチート，シポレックス),プレ

ハブ住宅などを武器に，既存木材市場を蚕食していると

き，木材の良さをいかし，日曜大工などの最終需要者に

直結した高度加工された新製品を開発，生産すること

は，これら競合代替材に対する巻返しにもなるだろう。

5労務対策

従業員の老後の保償，共済互助制度などの確立，厚生

施設の建設など，働く人たちの環境を，他産業なみに整

備しなければ，新卒者の採用など，木に登って魚を求め

るの類だろう。業界の共同事業として，ぜひ実施された

し､ものである。また，山林労務者には，本人持の林業機

械を持たせ，勤労意欲の向上を図るべきである。親方や

組合の機械では，収入もさしてふえず，不平の声と，機

械の故障を聞くのみである。

4販売方法の改善

各製材産地の立地条件が，急速に平均化しつつある今

日，積極的に，販売の合理化を進めることも，また必要

である。現在の販売の姿を一歩前進させ，京浜，中京地

区に，天竜材センターのようなものを設立し，共同販売

を行ない，流通径路の簡素化と，むだな中間経費の排除

を図ることも，一つの方法ではなかろうか。

5協同組織の強化

以上4項目は，いずれも，一企業の力でできるもので

はない。共同の力によらなければならないのである。そ

のためには，少なくとも，出資金1憾円以上の強力な協

同組合が必要である。天竜には，現在，十指に余る木材

協同組合があるが，最大の天竜製材協同組合の出資金が

3千万円である。清水港木材産業協同組合が，2億7千

万余円の出費金を擁し，仕入、加工，販売の各部門にわ

たって，活発な共同事業を展開し，さらに，製材団地の

造成まで行なっていることを，想起すべきである。

屈な原木事情を反映して，原木手当の競合ははなはだし

く，天竜の原木価格は強気である。一方，製品価格は，

東京市場が相手だけに，原木高に追随した製品価格が，

なかなか生まれず，製材工場経営は，年ごとに逼迫の度

を加えつつある。

しかし，さらに，これに追打ちをかけているのが年間

の高低値幅率が,10～30%に及んでいる不安定な木材価

格でありまた，価絡の安定が，製材工場の経営の安定に

必要なことは，論ずる余地がないところである。

委託屋の功績

ある人が「天竜は，もはや産地ではない。消饗地その

ものである。」といっていた。昼過ぎ，電話で注文を受

ければ，翌朝，ほの暗いころ，深川の木場に荷が着いて

いる，という立地条件の良さをいったものである。

天竜製材産地の特長は，この立地条件をフルにいかし

た，販売のうまさにある。しかし，天竜が現在のように

大きく育ったのは，決して，その立地条件の良さだけで

はなく､そこには，先人の市場開拓のための偉大な努力

と，その遺沢を受けついだ二世，三世の真筆な販売努力

が秘められているのである。とくに，天竜の場合，委託

屋の活躍を除いて，天竜材販売の話はできないとまでい

われている。製品を，買切りあるいは委託によって，東

京の問屋にさばいたもので，戦前の最盛期には，全生産

量の40％を取り扱ったといわれている。しかし，戦後，

通信網，交通網の整備，発達から，その存在伽i値も減っ

てきた。

また，戦前，東京の荷受けは，付売問屋が大部分を占

めていたが，戦後，付売問屋の機向躯下，市売市場の発

達などから，小売店直売，市売出荷が急速にふえてきて

いる。昨今の高速自動車網の建設は，製材産地の立地条

件の平坦化を，急速に押し進めており，世上かしましい

流通革命と相まって，既成地盤の確保，新地盤の開拓に

は，これまで以上の努力を必要としよう。

▲エ
ョ

‐

且
豆

将来の方向

時は休むことなく，刻々と流れてゆく。いかに天竜と

ても，外材の消費がふえ，高速自動車道路の建設が進み

つつある今日，いつまでも，過去の立地の良さの上に，

あぐらをかいておれるものでもあるまい。時代は，製材

産地「天竜」の体質改善を容赦なく迫っている。そこ

で，以上述べたことの中から，問題点を整理，検討して

みよう。

1外材に対する態勢の整備

国内材の事情が，今後，天竜に対する外材の影響を強

天竜の今後のありかたについて，あまりにも卒直に書

き過ぎたかもしれないが，みなさまがたのご指導とご示

唆がいただければ幸いである。
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を吐けば．林業にたずさわることによってよりうまいメ

シが食えること，よく眠れる（安心して休養できる）こ

とにあるのだ。②われわれはいかにしてそれを達成する

か。単に木を植えたり林道をつくったりすることだけで

はどうも達成できないよう溢山のもつ富が誰かにさら

われているように思えてならない。もっとみんなでまと

まらないと駄目じゃないか｡③そして｢われわれ」とは

誰々なのか。もちろんお役人ではないはずだ。われわれ

とは，育林者・伐出者・労働者なのだ。

こんな自問自答が，林業にかかわりをもつ人々の心の

なかにあるのではないか。だが林業基本法ができるとか

いわれているが，果して「われわれ」のこの願いを将来

に向けて共同宣言し,｢われわれ」が林業にたずさわる喜

びをこれに託することができるようなものになるだろう

か。きわめて見込み薄のようだ。「貸切パス基本法ブー

ム号」に何とか乗りおくれまいとイライラしている案内

役(お役人)と，土産物を買いこむまで待てという者(茶

々団体)，おれも乗せろと申し込む者（その他の某々団

体)，どこ行きかはっきりしなけりや夜道は遠いがテク

シーさとフテクサる者（労働団体）等々テンヤワンヤの

ようだ。まさに林政混迷期といえよう。

またカタくなって申しわけない。しかし私はこのほど

ボールディング氏(Mr,KennethE.Boulding)の「経

済政策の原理」(PrinciplesofEconomicPolicy)を手に

した。かれは経済政策の目標として進歩・安定・正義・

自由の四つをあげている。これはおもしろい着想だと思

う。はじめの二つ，すなわち進歩と安定とは目標として

どうやらつかみどころがあるが，あとの二つすなわち正

義と自由とはどうも漠然としてナジみにくし､。

しかし，いまの日本では誰もが民主主義の国家。社会

の建設をめざして励んでいることになっている。だから

旅業人だってそのはずである。私のくだした械攻学の定

義だって，林業の民主主義的経済政策学のあり方だとウ

ヌポれている。そこでポールディング氏のこの四つの目

標は民孝幸義的経済政購原理の中味の分類式だと思わ

れ,わが意を得たりと感じとったのである｡でもこれが林

業政策にどう結びつくのか，さらに日本の林政にどうあ

てはまるのかは,実のところ私は目下考え中である｡ただ

とにかく，次号からは「林政と経済的進歩｣・｢林政と経

済的安定｣・｢林政と経済的正義｣・｢林政と経済的自由」

というイカメしい副題で，倉田教授や四手弁教授のよう

なズバリ・ビックリとまでは行くまいが，せめてジワ

リ・チクリぐらいのものを何か書きつづけたいと思う。

そしてその｢おわり」として｢政府の行動原理｣とでもい､っ

たものでシメククリができればいいがと考えている。
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大崎六郎
〔宇都宮大学農学部教授〕

東京農大の倉田教授が1番バッターとしてボックスに

あらわれ「林業雑感」とし､うヒットを打って塁に出た。

つづく2番打者の京都大の四手井教授は「いいたいこと

をいわしてもらおう」というセーフティーバンドを放っ

てしかも，倉田教授とのダブルスチールを敢行，無死走

者二三塁という絶好のチャンスである。この戦況をみた

編集部監督は，この「強心臓チーム」の5番打者を速達

郵便で私に命じた。どうせこの男はホームランを打つ気

づかいはない。三振をする可能性は十分にある。でもヒ

ョットすると監督の指示を無視してスクイズか四死球を

奪うぐらいのことはやらかすかも知れない。どうせ無死

なのだから万事4番バッター以後に期待すればよい。そ

んなことだろうとこちらもタカをくくりながらも，身に

あまる光栄を感じつつこの棚に登場させていただくこと

にした。

さて倉田教授と四手弁教授のアタリは実にすばらし

い。ヤツアタリということばはこんなときに使ってはい

けない日本語かも知れないが，それは字引の方を改訂す

ればよいのではないかと思うくらいだ。だが私は考え

た。お二人の原稿は，次号で何が出てくるかわからな

い。出てみるとそのものズバリでビックリというやや共

通点がある。この流儀によるお茶でも3番煎じとなる

と，馬の小便以下のシロモノとなり，見るのもイヤとい

うことになりかねない。そこで私は，いかにももっとも

らしくあらかじめ目次らしきものを示しておくことにし

た。私の創意工夫だといいたいつもりである。

カタい表現で申しわけないが,私は学生にむかって｢林

政学とは」という定義づけを次のようにしている｡｢林業

の生産力増進を真に担当する社会階級の立場に根本的基

準をおき，さらに林業生産を現実に支配する階級に媒介

的基準をおき，この両者の立場を価値判断する態度にお

いて，国家または地方公共団体がそのよって立つ社会の

包括的な材鍵経済的利益のために意識的かつ職種的に行

なう行動原理を考察する学問である｣とする｡もともと，

①われわれの欲するものは何なのか。それは山を緑化し

たり木材を運び出すことだけではない。本音（ホンネ）
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それにしても，農林省が農家の戸数をへらすことを考

えないのは怠慢であったが，今からでも遅くはない。

従来の艇業は生産量向上一辺倒であって，必要以上の

労力と経饗とをつぎこみすぎたためであろうが，生産磯

があまりに高いため，盤産物の大部分は国際価格の2倍

内外であるのに，段民の所得は気の漆なほど少ない。

貿易の自由化については，股産物を除外するように努

力しているとしても，輸入を完全に防ぐ‘ことはできまい

から，農業にとっては黒船の来訪当時と同じような重大

危機である。

生鮮食料品は，生産費の多少にかかわらず，国内で自

給することが望ましいとしても，時価の半値内外で簡単

に輸入できる乳製品などの増産を奨励することには賛成

しかねる。

酪農は多くの労力を要するときくが，さらに飼料など

の値上がりによって，生産費はかさむ一方であるのに，

市乳でさえ乳業会社から値下げを要求されるほどで，原

料乳の将来には重大な不安がある。

果樹や高級野菜などの園芸にしても多くの労力を必要

とするから，労務事情が想像以上にわるい山村では，収

支がつぐなう見込みはあるまし､。交通の便否は農業にと

っても重大問題である。

森林を艇地化して農民の所得を倍加する計画は，畜産

や園芸の生産物の価格が米麦とちがって保証されていな

いから，収益を予想することが困雌であるが，万一値下

がりがはげしくなると大打撃をうけるのは交通の便が悪

い山村に住む艇民である。

国内における需給状態だけを取り上げても不安であっ

て，果物で必配のないのはミカンだけであろうといわれ

るが，これからは国際価格よりもはるかに高い農作物に

ついては，輸入品による直接間接の影響を考慮しておく

必要がある。

要するに，森林を農地化して耕地面積を幾割もふやす

ことを企画している指導者がいるが，米と同じように生

産者価格を保証しないかぎり，ゆきすぎた畜産や園芸の

奨励は，所得倍増どころか，かえって農民を苦しめるこ

とが憂慮される。

さらにいっそう重大であるのは，木材の生産に大打撃

を与えることである。

森林面積をへらしても，木材は輸入すればよいという

人があるが，外材が比較的安いのは豊富な天然林を伐採

しているためであって，伐採跡地の造林を実行していな

いから，天然林を伐り荒したら，外材の輸入は困難にな

ることが明らかである。林業は生産期間が長いゆえ，遠

い将来の需給を想定して造林に全力をそそぐべきで，そ
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国有林解放について グ

－鈴木圭磨氏に答える

』■

中村賢太郎

〔東京大学名挙教授〕

本誌10月号へ発表された青森県庁の鈴木圭磨氏の反論

に対しては，あらためてお答えする必要はなさそうであ

るが，この機会に所感の一端を述べて補足することを許
されたい。

あやまれる農業政策

わが国の農業政策があやまっているというのは，緊急

開拓にゆきすぎがあったことだけを指すものではない。

戦後における食糧事情は深刻であって，しかも職のな

い引揚者が多かったから，開拓は当然の処置であったと

しても，その大部分がいまだに悲惨な生活を続けている

ことは重大な社会問題であって，開拓が失敗したばあい

には，炭鉱の失業者と同じように，職業の再教育をして

他の産業へ転向させるように努力すべきであった。

戦前からの農民にしても,1ha内外の農地ではゆとり

のある生活をすることは困難であるが，他の産業なみの

所得に達するには,2haでも不十分で，ろ～5haを必要と

するという人が多い。そうなると，現在の農家戸数の6

～8割まで他の産業へかわらせなければならない。

近年はすべての産業が労務者に困っているとしても，

総人Iゴの2割以上の農民のために新しい職業を探ずこと

は不可能に近いが，一部分の転職でも大きい効果がある

と思う。

都市付近の農村では，兼業農家がふえる一方であっ

て，しかも兼業による所得のほうが多くなる傾向がある

ときくが，労力がたりなくても農地を手放すことをきら

うため，専業農家の耕地を多くすることができない。

坐,-
－
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れには林地を確保しなければならない。

木材の生産や森林の効用を軽視し，生産費が高くて過

剰のおそれがある農産物を増産するために森林を農瑚上

する政策は適正であるといえるであろうか。

戦前の食綴過剰時代に提唱された減反案を再検討し

て，山村の耕地へ造林を実行すべきで，森林の農地化は

逆コースである。

家族経営的林業

鈴木氏から国有林の意義につし､てご教示をうけたが，

わたくしは国有林が絶対に必要であると主張しているわ

けではなく，家族経営的林業に不安を感じているだけで

ある。

現在は多趣の外材が輸入されているとしても，木材は

世界の大部分で不足物資であって，将来輸入が困難にな

るおそれがあるから，国内における生産を増強すること

が重要である。

国有林と民有林との生産性を比較することが困難であ

るのは，私有林や公有林の経営にははなばだしい差があ

るためである。

小視模の家族経営的林業で模範的経営をしている例も

めずらしくないが，多くの地方で「貧乏人はスギ山を持

つな」といわれるのは，資産のない人がスギを造林して

も，収入が上がるまで持ちきれないという意味であろ

う。

薪炭林はほとんど投資の必要がなく，薪炭が重要な家

庭燃料であった時代には，農閑期に薪炭を生産すること

が有意義であったとしても，専業の製炭夫がその家庭で

プロパンガスを使うようになると，薪炭の自給は無意味

に近い。

林業所得を多くするには造林にかぎられ，その利回り

は地位・地利・樹種などによって著しくちがうが，貨幣

価値に変動がなく物価が一定であるとすれば，かなり低

いのが普通で，およそ7％見当という説があったが，近

年のように賃金が高くなると5％内外であろう。ただ

し，経済の発展がさかんであって州lliが高くなると，林

業家に有利になることはもちろんである。

林業によって毎年50万円の所得を期待するには．およ

そ1.000万円内外の立木資産を必要とするわけで，たく

みに経営するとしてもその半分以下にはできそうもな

い。

これからは労務者の確保が困難になるから，余剰労力

を利用できる家族経営的林業を奨励すべきであると主張

する指導者があるが，現金収入がなければ生活できない

農民が，その労力を造林地へつぎこんで，20～30年間無

収入で幕せるであろうか。たとえ融資や愉助金を受ける

としても造林を実行するには多額の資金が必要である。

国有林が広いといっても，すべての農民に分譲するこ

とはできないと思うが，たまたま国有林の付近に住む少

数の腱民にかぎることには重大な疑問がある。

なお国有財産を時価よりも安い価格で処分すること

は，現在の法規では許されないはずである。

立木のない国有林へ忠実に造林を実行する目的ならば

解放に反対する理由はほとんどなくなるが，立木を処分

して農民を救済したり，立木の売却代金を農業構造改善

の資金に使うためであるならば，絶対に認めることはで

きない。

いずれにせよ，時価より安く立木を払いさげて，利益

をうることが主目的であるとすれば，解放後の荒廃が蕊

慮される。

森林を農地化するか，伐採跡地へ造林する場合には，

現在の立木は必要がないから，林野庁が立木を伐採し

て，土地だけを引き渡すべきである。

未墾地買収の際にも，りっぱな立木のある森林が狙わ

れているといわれたが，すばらしいスギの美林を伐採し

た跡地が開拓されないで荒廃している例がめずらしくな

い。

また村野整備で払いさげをうけた森林を皆伐して，し、

まだに造林を実行していない荒廃状況を見ると，森林に

愛情を持つ人は涙なしにはいられない。

多数の農民のうちには，個人またはグループで忠実に

造林を実行できる人があるはずで，余剰労力を造林地へ
つぎこんでも生活にこまらないと認めたら，国有林の伐

採跡地を貸しつけて造林を実行させ，林野庁の分収歩合

をできるだけ少なくするほか，苗木代程度の補助金を与

え，かつ融資についても適当に考慮して，造林地を途中

でなげださないように援助してほしし､。

要するに，家庭経営的林業そのものに反対するわけで

はないが，たまたま国有林の近くに住んでいるだけの理

由で，一斉に国有林を分譲することには賛成できない

が，軒先きから国有林であるとし､われる晋森県のような

場合には，従来の部分林制度を根本的に改善して，農民

が進んで国有林の一部へ，造林を実行する気になるよう

にすることが急務である。

第3種国有林は地元民に製炭原木を与えることが主目

的であるような印象をうけるが，木炭の需要力減って造

林が重要になると，方針をかえて造林を助長すべきで，

それには急いで分割解放するよりは，まず貸地として造

林を実行させて成功したものに限って譲渡すべきである
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学者から教えをいただき，わたくしもわたくしなりに長

年作物の文献を読みまたわたくし自身，ウルシノキにつ

いて研究したこともあるのでそのことが実行に移しても

よし､と思ったから実行したので，あえて四手井氏に例と

ば何ごとだといいたい。いうまでもなく育種，肥培のよ

うなものはある程度応用しうる見通しがついたなら，実

行しつつ，その地方，その池或に最もよい方法を見つけ

出し，是正していかなければ，進歩は極めてスローとな

るのでないだろうか，そして，あの当時，育種というこ

とを実行したから，品種の観念，良い種の系統を選ばね

ばならないということが，8年後の認在，ようやく認識

されつつあるのでなかろうか，わたくしは再び申すがわ

たくし共が火をつけたからいうのでないが，育種，肥培

は「誰かがいうと」で実行普及に努めているのでなく，

ウラヅケもあり，実行した方がよいと自主的に思ったか

ら採りあげていることを申し上げたい。

その二つは，認識の不足を前提にとし､うことである。

こんなことはどうでもよし､かもしれないが，四手井氏は

「林業には農業には見られぬ官庁組織がある。それは国

有林である。云々･･･…これらが中間的な新技術のバイカ

イ者として云々 ･･･・農業ではこれに相当する技術のバイ

カイ者はない。研究者から直接避民である。これも技術

の浸透過程に林業では農業とちがう点が云々。」といっ

ているが，これは1寸認識不足といいたい，もちろん，

国有林も技術をバイカイしていることは確かであるが，

林業にも農業にも研究機関の成果を農民にバイカイする

普及事業があり，ことに農業では全国に1万余名の普及

員が地方ごとに組織（官庁組織）的にバイカイ活動をし

てし､るし，林業でも3,200余名の普及員がバイカイ活動

を行なっていることを知っていただきたい。そうだとす

れば四手井氏の意見も少しは変わらないだろうか。この

普及事業も研究の推進の行政も林野庁でわたくしが担当

しているからあえていうのでないが存在することは知っ

て置いていただきたい。この普及事業をこの際，わたく

しは商売柄,PRしたいのだが，あまり利用し過ぎては

物申すにはならないから置くとしたい。

その三つは，慎重に研究を繰りかえし云々とあるが，

これも程度問題であろうが，あまり慎重すぎても搾業の

ような長期にわたる土地生産業では研究の成果は見られ

るだろうか。仮りに見られたとしてもそのまま実地に移

すことが十分であるだろうか。わたくしは研究者，技術

者は慎重に行動しなければならぬとし､う四手井氏のいう

ことはわかるが，四手井氏ほど神経質に考え，研究を繰

りかえし，企業化，中間試験をし､ろし､ろな条件をかえて

何度もやらなければ十分でなく実行に移すのは適当？で

う。

むすび

魁作つづきの米の生産者価格を毎年大幅に引き上げて

いるのに，選択的拡大と称して畜産や園芸を奨励しなが

ら，その生産物は低物価政策のギセイになって，すこし

高くなると海外から輸入するのに反して，値下がりの対

策はほとんど考慮されていないのは不思識であるが，木

材生産の意義や森林の福祉的効用を軽視して，森林の農

地化を要望するのは奇怪な政策であって，農産物の生産

過剰と高生産費・木材の不足・土壌の浸蝕と治山治水な

どの重大問題をどう考えているのであろうか。

鈴木氏がいわれるように，わたくしの論理は飛躍して

いるかも知れないが，土地生産性を否定してV､ると決め

つけられるのはおかしい。土地生産性一辺倒の政策を批

判しているが，土地生産性を否定する艇林業は考えられ

ないから，同氏の論理はさらにいっそう飛躍しているの

ではあるまいか。

◆

＝ &

ｰ

～

－わたしもいわしてもらおう－

伊藤清三
〔林野庁研究普及課長〕

本誌7月号の四手井氏の「いいたいことをいわしても

らおう」の記事？を読んでかれのいわんとすることはわ

かるが，認識されていない点を前提にいろいろ述べてい

るように思われるので，読者のためにご説明して置きた

いし，それに四手井氏におきき願いたい。

その一つは，「農業技術」と「林業技術」の違い？ら

しし､こと，技術者，研究者は慎重に行動しなければなら

ないということはわかるが「うかうかすると，どんなこ

とがわれわれの研究結果から実行されるかわからない」

そして「これが良いと誰かがいうと，たちまち全国的に

広がってしまう。ユーカリの例･･育種，肥培の例またし

かりである」といかにもこれらの例のすべてが「うかう

かすると云々」に見えるが，わたくしは育種，肥培など

はユーカリ，ココノエギリと同じ「うかうか･･･」と見る

四手井氏におききしたい。もちろん，育種はわたくしが

8年前造林保護課勤務当時に数多くのその道の研究者，

ジ
ニ
坐
》

ろ
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ないとの意見には工業試験では当然だが，林業ではもう

少し実行できるだ協点があってもよいのでないかとし､い

たい。いいたし､ことをいうのだといえばそれ童でだが，

かくいうわたくしも四手井氏のように慎重であるべきこ

とは知っているが，もし、そのことを忠実に実行してい

たら試験研究機関からの成果はわたくし共一生では見ら

れぬ．ものばかりになるのでなかろうか。そして林業の科

学技術の進歩も見られないのでなかろうか。今までであ

っても林業技術はわたくし共，学校で教わったことが，

ほとんど変わっていないというのが一般人の批判であ

る。もう少し積極的に研究成果を中間的にでも公開して

隣いたい。四手井氏のいうことはわかるが，あまり消極

的になって進歩がなくなっては困る。もう一つ，研究テ

ーマの中央集権化のことだが，「林野庁お声掛りだと思

うが，云々」とあるが，これも認識不足といいたい。と

し､うのは研究協議会では各地方から問題として提出され

たテーマをあまり無駄なく，共同試験によって行なった

方が,1個所，1研究者でやるよりは投資効果もあるし，

速く成果が見られるし，ことに適材適所の研究者の組合

せが重要であるのでこのことはご承知と思うが，その協

議を行なうのが会搬の目的である。本年度は昨年度まで

各地方から提出された各種のテーマを中央のわたくし共

髪 鯵鰯鈴
有用竹と筍

令栽培の新技術◆

京都大学名誉教授農学博士上田弘一郎著

東京博友社発行A5,本文314頁，

付録28頁定価1,500円

本書は，昨年〃竹の生理学的研究〃で林学賞を授賞し

た著者が，竹の栽培を中心に，その利用をあわせて，き

わめてわかりやすく解説したものである。

日本の家で，竹製品が一つもないとし､う場合はほとん

ど考えられない。また，筍を一度も食膳にみない人もま

れだろう。これほど身近なものでありながら，一般の竹

への関心がそれほどでないのは，経営の規模がはなはだ

小さいことと，ほっておいてもある程度繁殖丁る強い生

活力のためでもあろうが，どのような理由によるものか

理解に苦しむ。これに反して，東南アジヤの諸国では，

のところで学者，研究者の意見をきき，国立林試の分場

で整理してこれを各地方でどのテーマを重点的に取り上

げ，それを国立材試との共同試験，各府県林試問の共同

試験をどうするかを協譲していただくつもりで出したも

ので，決して中央からこれをやれとはいっていなし､し，

いうべきものでない。ただ，前に申し上げたように試験

研究の効率を高めるため地方から出されたテーマを整理

して出したまでで，そのテーマを取り上げる場合国でも

これがうまく研究できるよう助成を行ないたい考えはも

っている。こんなことが表現からか，中央の人間が地方

庁の人々に説明をするとお声掛りになったように思われ

るかもわからない。この点はわたくし共も表現方法，会

議のすすめ方に反省する要もあるだろうが，各府県の試

験研究機関のテーマは統制はしていないし，「しらずし

らずの間に統制されるときっと云々」はわたくし共も林

業技術研究の発展のため意識して行政を行なうので，こ

れまた中央集権化だと割り切らず，今後の協議会の運営

のありかた，まえむきの指導を願いたい。

要するに四手井氏の意見もわたくしのいいたいことも

立場を異にしての見かたの違いともいえなし､こともなか

ろうが，ちょっと，ふに落ちない表現を見うけたので一

言物申したわけだ。

竹についての関心がいちぢるしくたかまっているようで

ある。

竹は，竹だけのもつ優れた種々の特|生をもってし､る。

また，短期育成が林業の重要目標としてかかげられ，種

々の外国樹種が導入されているが，竹ほど収獲期の早い

ものは他に例をみなし､。一度植林すれば，年々発生する

新竹に相当する古竹を収獲するだけで，再造林の手間が

いらないなど，再認識の必要があろう。

本書は，著者の専門とする竹の生理生態学的研究を土

台にして述べた繁殖，保育の部門に5章182頁をあて，

副題に示す通り，これが本書の骨格をなしている。加う

るに，わが国の竹栽培の中心地である京都に住む著者の

地の利を十分にいかし，竹の工芸的利用から造園的利用

にいたるまで，広く各方面にわたって説明しているとこ

ろに特色がある。

従来も竹に関する著書は少なくはなし､が，栽培につい

て，これほど高度の知識をわかりやすく説いたものは見

当たらなし､。また，末尾の質疑応答各地の竹林経営者の

一覧表などは，指導者や実際に竹林を経営しようとする

人々にたいへん便利なものである。竹に関心をもつ各位

に一読をすすめたい。（林業試験場造林部長加藤善忠）
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表1，つぎ穂を採った母樹の
樹種，年齢，葉数および生育地

マツ属の

つぎ木実験
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マツ属の育種をすすめていくためには，つぎ木利用に

よる交配用母樹園や，採種園の造成が重要である。これ

らの育種事業を推進するためには，壮，老齢木のつぎ木

の活潜率を高めて，クローンの増殖を容易にし，また種

間のつぎ木組合わせにより，すぐれたつぎ木台木を選び

出し，開花促進をはかるなど，つぎ木を事業化していく

にはなお研究を必要とする問題が多い。

そこで筆者らはこれらの問題を解決する1段階とし

て，つぎ木の各種組合わせを計画した。すなわちアカマ

ツ,ｸﾛﾏﾂの2種を台木として,外国産マ

ツ5種と台木と同じ日本産マツ2種の老齢木表2
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アカマツを台木としたつぎ木の活着状況

と幼齢木よりとったつぎ穂をもちいて，つぎ

木試験を行ない，今後の研究資料に供しよう

とした。

活着経過
つ
ぎ
木
本
数

穂 つぎ木後つぎ木後つぎ木後
約50日目約90日目220日目

生存数|生存率|活着数|活率着|生育数|生育率

つぎ

I

’
＝

夕

、〆
材 料と方法

台木は京大上賀茂育種試験地の苗畑におけ

る1回床替の2年生アカマツとクロマツをも

ちい，つぎ穂は1962年4月2～4日に，表1

の母樹より採取したものをもちいた。つぎ木

の時期は1962年4月ろ～4日の，つぎ穂の採

取と同時に行なった。つぎ方は全部割りつぎ

法とし，同一人によって行なった。

つぎ木の組合わせは従来の研究結果から活

着のわるい老齢木の穂木と，その対照として

幼齢木の穂木とを組合わせた。つぎ木の本数

は各々の組合わせについて20本とし，これを

3回くり返して合計60本を1組とした。つぎ

木したものには，全部ポリエチレン袋壷か

け，黒の寒冷紗による日除けを施した。なお
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テーダマツ

老リギダマツ

チョウセンゴヨウ

齢ス1､ローブマッ

バンクスマツ

木クロマツ

アカマツ

テーダマツ

幼リギダマツ

チョウセンゴヨウ

齢ストローブマツ

バンクスマツ

木クロマツ

アカマツ

本
７
幅
弱
印
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ポリエチレン袋はつぎ木後約1カ月で，また日除けは2のべた。吉川もパンクスマツ他6種を組合わせ，クロマ
カ月後にそれぞれ取り除いた。つぎ木後は適当な時期にツ台はアカマツ台よりも活着率が高く，その後の生育も
台芽掻き(台木からでた枝を剪定)を行なった。すぐれていたと報告した。本実験でも，採穂母樹の年齢
つぎ木後の活着や生育についての調査は，第1回目約のちがいによる活着率のちがいは認められても，一般的
50日後，第2回目約90日後，さらに第3回目は約220日にクロマツ台木はアカマツ台木よりも活着しやすい傾向

後にそれぞれ行なった。その間つぎ穂の生育状況についがみられた。採穂母樹の年齢と活着との関係をみると，
ては，つねに観察を行なった。つぎ穂が老齢のものは一般に活着しにくく，とくにテー

ダマツとリギダマツでは著しかった。老齢穂木のつぎ木

結果図1つぎ穂の活着本数と活着後の生育過程における枯死本数

表2，3ならびに図1のとおりで

E二二コ活蒲本数あ る。…枯死本数

つき穂の伸長量つぎ種アヵマッ台木クロマッ台木
つぎ木後220日目のつき穂の伸長デー‘ダマッI畷
状況は表の通りであった。廻りギダマツロ

チヨウセンゴヨウE一コ「鈴一■ﾛ■■■■｜
老齢ホス},ロープマッI種i銅,■_－弓，瞬堵,菖ロ

パンクスマッ|罫･■■■■－弓 L葬延需局醜一
考察クロマッ函一三

垂一言
7．力マッーアカマツとクロマツを台木としてL壁一！

ウ

一

二二三

行 なわれた外国産マツのつぎ木試験デーダマツー一一一
リギダマッ亡一ゴ ーーー弓は過去においてわずかである。橋チ罰ウセンゴヨウ＝一一三1－:．…L‐‐一i

幼節水ストロープマツ＝－－－ニーニニコ詰はエチナタマツ他6種の組合わせパンクスマッ面一一司＝詞一一］膣篭謂~‐－

で，外国産二葉マツのつぎ木は一般クロマツE,w_!唇､ー‐－1
アカマツ圧一三二！’電,－

に容易であったが，三蕊マツは不成』__≦！‐‘‘，！01020304050-Fr20304b5iM績であったとのべ，その原因は穂木 010203040500．102030405060
〈本数）

が細かったためつぎ木操作が困難で

あったことや，親木の年齢が高齢であったためだろうとについては，伊佐らがアカマツとクロマツの台木にテー
表3クロマツを台木としたつぎ木の活港伏況ダマツの35年生をミドリつぎしたところ，40

％～70％の活着率であったことや,Mirovが

台木にv型の切り込みを入れて，穂木との活

着を良くし，古い年齢のポンデローサマツの

増殖に成功したのをみると，つぎ木の方法，

すなわちつぎ木技術が活着に大きな影響をお

よぼすものと思われ，本実験での割つぎは外

国産三葉マツのつぎ木に不適当であったと思

われる。

老齢穂木の日本産マツ同種間つぎ木で，老

齢クロマツ／クロマツは老齢アカマツ／クロ

マツよりも活着率が低かったが，この原因は

老齢クロマツ／アカマツの活着もわるかった

ことからみると，つぎ木の鈎桁的な問題では

なくて,Cliffordが認めたように採穂母樹の

個体差が大きな因子となっているようであ

る。したがって本実験にもちいた老齢クロマ

ツ親木は，活着しにくい性質をもっていたの

ではなかろうかと考えられる。なおこれにつ

いては今後の研究で明らかにしたい。

活着状況
つ
ぎ
木
本
数

ぎ
木
本
数Ｉ。”“壜|鏑譜|鍼鰭|通,譲鞘丘

檮 需テータ・マツ

老リギダマツ

チヨウセンゴヨウ60579539655555

齢ストロープマツ60569349824168
バンクスマツ60599845752558

木クロマツ6057321627
アカマシ．。．。！::|淵｡‘率‘，

－

ﾃー ダﾏﾂ601559242703050
幼リギダマツ60!579545721830
チョウセンゴヨウ60599856602440
齢ストローブマツ606010056934778
バンクスマツ60599843725050

木クロマツ606010059985388
｜アカマツ |601601]OOl5819715419○一
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スペインの

林業をみる

一一

3

一一

塩谷勉

〔九州大学股学部〕

5,コルドバの大造林地

話を元にもどして，わたくしはコルドバの大造林を，

ぜひ紹介しておかなければならない。

夜汽車でマドリードを発った。夜が明けると窓の外は

一面の棉花畑，時たま赤褐色を呈した川が流れ，その川

齢には柳がある。しかし乏しい水との戦いは，畑の中を

通ずる長い長いコンクリートの水路となり，所々に水幽

や噴水塔を配した農村。ユーカリの並木，ハゼやサイカ

チの木の立っている小さな駅。そんなものを見ていると

コルドバに着くのである。

実は11日の午後の調子機を利用するはずの所，風のた

め欠航したので，急に夜行列車にしたのである。土曜だ

ったから連絡がうまくとれず，12日の日曜は着いてから

1人で，存名な回教寺院などを見物して過した。月曜の

朝になって9時半，電話帳で探し出したコルドバ営林署

に，タクシーを乗りつけたという訳である。初めは女の

子ばかりだったが，10時になったら，ク・ランデ署長がや

ってくる’次いで英語のよく分るマルトス技師が来た。

写真や資料での説明によると，この営林署の管轄面職

は48,515haで，内訳は国有林が5,100ha,公有林，私有

林の借地がそれぞれ4,680haと38,735haある。そのうち

造林済は29,542haになる。すなわち官行造林地が多い訳

で分収が行なわれるという。今後も借地と購入によって

12万haまで拡大し，徹底的に造林を進める計画である。

この大造林は第二次大戦直後始められたが，1953年以来

(60年まで),急に年々 5,000ha以上の実績を示すように

なった。事業費は10億余円使っている。

樹種はほとんどマツで，ピナスタマツ（仏国海岸松）

とピネアマツ（カサマツ),それにアレッポマツ，センブ

ラマツである。ユーカリはロストラタにグロブラスなど

謹溌．‐、

展望台からの眺め

で，ポプラはあまりやらない○造林地は火災の危険が大

きいので,40m幅の防火線を設けてある。

きょうのうちにマドリードに帰らねばならぬが，現地

を見たいものと，マルトス技師の運転で西方75キロの造

林地に行ってみることになり’10.40出発。馬や馬車と

行きあい，コルクガシ(Q.suber)が現われ，オリーブ

の木の下の放牧，ことにQ.ilex林の下の草生地に黒豚の

群の遊んでいるのなどを面白く見て’8ミリ撮影機を動

かしているうちに,ホントにあっという間に造林地に着

いてしまった。心にくいまでに立派な道が，そのまま林

内に入り込んでし､る。ここにもお得意の上等な碑がある

コルドバ営林署の大造林地の碑

が，周りに海岸松の数年生のが勢よく伸びている。酸性

土壌にはカサマツよりよいが，先にも見た粘る葉の潅木

のシストスを除去するために，耕したりするので造林費

は大分かかるという。雨量は約'500mmである。防火見

張所でラジオ設備もある中央の山上展望台に上る。好天

に恵まれて見おろす5,000haの，マツの緑の大きなうね

りよ．.…･･幼齢林とはいえ地肌はもうきれいに隠されて

いる。吸う息が思わず大きくなるような，気持のよし､眺

望である。新しいスペイン緑化の旗印が，ここにかかげ

－ろ0－
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られているのだ。マルトス氏はいう。ブランコ大統領が

夫人同伴で激励に来たとき，自分はここで説明した。10

月初め独乙連邦山林局長ワルター・マンが来たときも案

内した（たしかにその頃わたくしがボンを訪ねたとき，

~

②

霧;蕊
ｰ

大造林地中央山上の展望台

山林婦長は外国旅行中で，スペ､インとかいっていた)。

もうここはずい分多くの国の視察者を迎えている。フラ

ンス，パレスチナ，アルゼンチン，チリ一等々々。しか

し日本のforeslerは貴下が始めてで，きょうはとても蝋

しいと。

しかし時間は刻々過ぎて，ゆっくり眺めてもおれな

い。早々に帰路につくことにした。仏国海岸松の1年に

約1mも伸びている梢端や，カサマツのきれいに枝打ち

枝打ちされた7年生のカサマツ

された状況などを写真にとり林内にポツンと建てられた

労務者住宅と教会の目のいたいように真白い建物の前を

通り，ユーカリ造林地を見てからは，一目散にコルドバ

に戻った。

彼はこの町の全く怜異なもの，狭いこと1m幅もない

ような小路と，内庭で植木鉢を壁といわず窓といわず飾

りたてた光景，それに2,000年前の橋の残骸などを見せ

てから，レス1､ランでコルドバ辮鯉をご馳走してくれた。

中世からの古いコルドバの住宅街の内庭の光景

そして3時半にはチャント空港に連れこんでくれたので

あった。

なかなかの顔役らしく空港では知人も多かった彼。日

本にはぜひ一度行ってみたい，日本人はインテリジェン

トで好意がもてると真面目な顔でいった彼は，飛行機が

滑走にうつるときも盛に手を振っていた。彼のI臼潅な名

はCarlosFernandez=MartosyBermudez-Caneteであ

る。CarloSが自分自身の名,F-Mが父の姓名,B--

Cが母の姓名だという。わたくしはここにも好意に満ち

た親日フォレスターを発見して，後味よくコルドバに別

れを告げたのであった。

機上からの眺めは，短冊型の耕地，あまり改良されて

いない草地，無数のゴマをまいたようなのはilexかオリ

ーブ，整然と植えられた松林，赤土の山と岩石…･…・・

大体察しのつく土地利用形態である。それにしても，う
鰯

I

っそうたる老齢体などは見当らない。たしか

にこれからなんだ，スペインの林業は－．

財政投資を大きな支えとして1年間の新植面

積10万から12.5万haとし､うが，その面積は驚

くに当らぬとしても,1ha造林に要する努力

は，日本の2倍にも3倍にもあたっているだ

ろう。

ドンキホーテとジプシーと，フラメンコ踊

りと斗牛の国，そして新興大造林の国，スペ

インに幸あれ。明朝はローマに向けてさよう

ならである。（おわり）

○ ○ ○

○ ○ ○
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相談室
畠一

尋’
◇質問

次の2点についてご指導下さい。

1メタセコイアの材木利用価値について

建築材として利用できるか，マツ，スギ，ヒノ

キに比較していかがでしょうか。

2メタセコイアの成長量と植栽間隔。

（大分県国東農業高校，岡田孫十郎）

◇答

メタセコイアの材の物理的性質をスギの材に比較す

ると，次のようである。

比重圧縮強さ(縦）剪断強さ弾性係数
(kg/cm2)(kg/cm2)(ton/cm2)

努亭O息↑216~57152~5780

スギ：雷～300~63540~8550~100

●③ ●●

林業改良指導員資格試験問題

（三重県）

●造林

(1)次に造林のための植栽方法を記しましたが，誤って

いる事項があったら，その事項に○印をつけなさい。

1値穴を掘る前，まず地被物をかきつける

2地被物を取り除いたら，植栽個所に鍬を打ち込

んで土をほぐす。

ろ植穴はできるだけ大きく掘り，根を自然の形に

十分拡げて極く。

4かきのけた地被物を肥料として根にかけ，土を

入れて軽く踏みつける。

5植え終ったら，乾燥しないよう落葉等で根元を

覆う。

(2)次のうち，よし､苗木の条件として誤っているものに

つまり，メタセコイアの材は，スギにくらべて，職く

て弱い材ということで，柱や梁のような櫛造用材として

は適さない。だから建築用材につかえるとしても板材，

合板用としてであろう。

沢筋などの湿潤な場所に植えられた場合は，初期の成

長はすみやかで，佐賀県嬉野町の例では，植栽後ろ年で

平均樹高2m55,根際直径5.5cmとなったが，台地上に

植えられたものは，平均樹高1m27,根際直径2.5cmに

すぎなかった。

植栽本数は初期の成長がはやく，下枝がはって早く地

表をおおう性質があるので2.0m×2.0m(1ha当り2,500

本）程度でよいと思う。しかし，メタセコイアは初期の

成長が早いとしても，下枝が張りやすく，主幹がうらご

けとなりやすいこと，材の利用価値が低いこと，立地に

対する要求がつよいこと，各種の獣虫害にかかりやすい

ことなどから見て，造林用樹種として難点があり，むし

ろ，公園樹，庭園樹，学術見本樹として，高く評価すべ

きであろう。サシキによって容易に増殖することができ

る。

（林業試験場，草下正夫）

○印をつけなさい。

1体内槌分が充実してし､るもの

2下枝が，がっちりしているもの

3根元径が太く，がっちりしたもの

4十分秋伸びしたもの

5病虫害にかかっていないもの

(3)春期植栽にあたり，スギ，ヒノキ，クロマツの正し

い植栽の順序を選び○印をつけなさい。

1スギーヒノキークロマツ

2ヒノキークロマツースギ

3クロマツースギーヒノキ

4ヒノキースギークロマツ

5スギークロマツーヒノキ

(4)植栽にあたり，密植にするか，疎植にするかを決定

する場合，考慮しなければならない事項を例記しなさ

い◎

(5)人工林から林分収穫逓の増大と用材価値を高めるこ

とを目的として，精英樹を選抜する場合，候補木の具

備すべき条件をあげなさい。

－32－
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⑥林業経営 5展着剤は調製前に加えてはいけない

4有機水銀剤と混用してはいけない

5調製罐水を加えてうすめてはいけない(1)保安林内の立木竹を伐採したり，下草落葉を採取し

たりするためには，次のうち誰の許可を受けなければ

ならないが。該当に○印をしなさい。

1農林大臣

2都道府県知事

3都道府県林務主管部課長

4都道府県林業関係出先機関の長

5市町村長

1

(3)次の鳥のうち，狩猟烏でないものに○印をつけなさ

い｡

1スズメ

2キジ

3ヤマドリ

4メジロ

5ウズラ

(2)うっ閉度とは，次のうちどれか。○印をつけなさい

1単位面積当りの立木本数の多少を表わす度合

2樹幹と樹冠の直径の割合を表わす度合

3樹冠により林地地表が覆われる割合

4樹高と枝下高との割合

5枝の長さと葉の量との割合

(4)森林害虫の防除には，森林の造成上，根本的にどん

な対策が必要か列記しなさい。
生

(5)森林火災の予防方法を列記しなさい。

⑭特殊林産<3）25年生のときの材積が0,172m3,35年生のときの材

讃が0,392m3の林木のこの10年間の定期平均成長壁は

いくらか。 (1)ワサビ栽培に最適の土性は，次のどれか，○印をつ

けなさし､。

1埴土2壌土3砂質壌土4砂礫土5埴質壊土(4)皆伐作業の長所と短所について書きなさい。

(2)次に樹木中に含有する特殊成分を利用する樹種とそ

の生産品をあげたが，正しくないものがあれば、○印

をつけなさし､。

①②③④⑤

樹ウモアポアギク
種ルリカプブチ
名シシシララリナ
マヤシ

農鮒単精油染
↓↓↓↓

口

器脂寧油脂料

(5)収穫表の利用表について述べなさい。

●森林保護

(1)松くい虫とは，松に寄生して，その生育を阻害す

る，穿孔虫類に対し与えられた甲虫の総称であるが，

次のうちから松くし､虫を選んで○印をしなさい。

1マツカレノ、

2マッノゴバィシバエ

さマツノミドリノ､バチ

4キイロコキクイムシ4

5マツノコマダラメイガ

一
二

凸

(3)竹の伐採適期を次の中から選んで，○印をつけなさ

い。

5月，5月，7月，8月，10月，

(2)ボルドー液は，硫酸銅液と石灰液とを混合して作る

が，その調製に当たって，注意しなければならないこ

とを次に列記した。まちがっているものに○印をしな

さい。

1容器は金属製のものを使用してはし､けない

2硫酸銅液と石灰液に温度差がある場合，混合し

てはいけない

(4)椎茸のほだ場の管理について述べなさい。

(5)特殊林産物を奨励するに当たり3注意しなければな

らなし､点について述べなさい。

以上は必須科目でこのほかに林産化学，木材加工，林

業機械について出題された。
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に関係法令の改正を行なう等，格段

の措置をとられることを強く要望す

る。

公有林野に関し，政府はさきに経

営計画作成の指導援助や，経営資金

の融資制度をひらかれたため，その

管理経営は，ようやく整備改善され

る曙光をみるに至った。これらの措

置に対し，深甚なる謝意を表すると

ともに管震経営につき，最善の努力

△農林関係減税要望まとまる

農林省は，39年度国家予算編成に

ともなう政府の減税方針に対し，農

林省としての，農林水産物の減税に

関する要望事項をまとめ，三日付で

公表した。その内容は.｢農林漁業椛

造の改善に関する事項」「農林水産

物の生産，価格，流通等の改善に関

する事項」「農林漁業団体の整備に

関する事項」「その他｣の柱からなっ

ているが，うち林野関係の減税要望

事項は，木引税の撤廃など13項目で

ある。

△カリマンタンの開発，正式調印を

延期

カリマンタンの森林開発について

は，三浦社長が9月25日，ジャカル

タに出発，現地において一般契約と

その細目について最終的な打合わせ

を行ない，今月初旬の正式調印のた

め日本側から調印団が出発するはこ

びとなっていたが，27日の池田首相

とスカルノ大統領との会談結果，現

在までの開発方式の骨子となってい

た，プロダクション,シアリング(生

産配分方式）に経営参加方式が加え

られたため，一般契約の内容も全般

的に検討しなおすこととなり，正式

調印団の出発は延期となった。

4

＝

△公有林野の管理について全国協が

関係方面へ要望書

公有林野全国協議会（周東英雄会

長）は，このほど衆参両院自民社

会両党，大蔵，自治，農林省に対し

公有林野の管理経営改善について次

のような要望書を提出した。

公有制野管理経営に関する要望

を致す所存である。

依ってこの際，さらに公有林野の

管理経営体制を改善強化して，経営

の雄約化をはかり，その生産性を向

上し，もって地方住民の福祉を図る

とともに市町村の財政的基盤を強固

にするため，従来の個別的規定を集

大成柿完して新たな法律の制定並び

むだ義
こ
れ
は
、
艇
林
高
校
出
た
て
の
若
い
山
林
経
営
者
植
木
君
と
、
そ
の
母
校
の
社
会
科

教
師
と
が
ふ
と
道
蟻
た
で
か
わ
し
た
話
の
内
容
で
あ
る
。

植
木
「
先
生
、
ど
う
も
世
の
中
と
い
う
も
の
は
学
校
の
教
科
書
ど
お
り
に
は
い
か
ぬ
も

の
で
す
ね
。
」

先
生
「
と
い
う
と
？
．
」

植
木
「
社
会
の
進
歩
は
生
産
力
の
発
展
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
生
産
力
の
発
展
は
労

働
の
生
産
性
の
向
上
に
よ
っ
て
、
生
産
性
の
向
上
は
人
間
労
働
が
よ
り
多
く
の
機
械
力

と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
い
う
先
生
の
講
譲
で
す
よ
。
」

先
生
「
そ
れ
に
違
い
な
い
と
思
う
ん
だ
が
、
そ
れ
が
ど
う
か
し
た
の
か
ね
。
」

植
木
「
僕
の
経
験
じ
ゃ
な
か
な
か
そ
の
公
式
ど
お
り
い
か
な
く
て
。
早
い
話
が
下
刈
り

能
率
を
あ
げ
て
や
ろ
う
と
刈
払
い
機
を
買
い
こ
ん
で
み
た
ん
で
す
が
、
労
務
者
連
中
は

ヤ
レ
重
く
っ
て
持
ち
運
び
や
操
作
が
や
っ
か
い
だ
の
、
下
刈
り
あ
と
が
き
た
な
い
の
と

い
っ
て
い
っ
こ
う
に
能
率
が
あ
が
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
林
業
と
い
う
特
殊
な
産
業
が
近

代
化
す
る
道
は
な
か
な
か
キ
ビ
し
い
で
す
ね
。
」

先
生
「
そ
れ
は
林
業
だ
け
じ
ゃ
な
い
さ
。
ど
の
産
業
だ
っ
て
お
な
じ
こ
と
だ
よ
・
お
よ

そ
ひ
と
つ
の
技
術
が
経
営
の
な
か
に
は
い
っ
て
い
く
と
き
は
、
経
営
の
組
織
が
旧
来
の

ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
な
ん
だ
。
人
間
は
実
に
か
し
こ
い
も

の
で
、
ひ
と
つ
の
生
産
技
術
に
対
し
て
も
っ
と
も
有
利
な
作
業
の
し
く
み
、
経
営
の
あ

り
か
た
を
い
つ
の
間
に
か
作
り
だ
す
し
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
ひ
と
つ
の
社
会
経
済
環

境
と
い
う
も
の
は
そ
れ
に
も
っ
と
も
適
し
た
生
産
技
術
し
か
う
け
つ
け
な
い
も
の
で
も

あ
る
の
さ
。
た
と
え
ば
君
た
ち
が
い
ま
や
っ
て
い
る
手
作
業
の
多
い
造
林
の
し
か
た

は
、
農
山
村
の
低
賃
金
・
過
剰
労
働
を
使
っ
て
小
面
積
集
約
植
林
を
す
る
と
き
に
も
っ

と
も
有
利
な
造
林
技
術
体
系
だ
と
い
っ
て
い
い
ん
だ
ね
。
」

植
木
「
労
働
事
情
が
変
わ
っ
て
き
た
り
、
経
営
方
式
が
変
わ
っ
た
り
す
れ
ば
そ
れ
に
つ

れ
て
新
し
い
造
林
体
系
が
う
ま
れ
る
。
逆
に
造
林
技
術
の
発
展
は
経
営
の
内
容
や
経
済

構
造
も
変
え
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
」

先
生
「
そ
う
そ
う
、
む
ず
か
し
い
言
葉
で
い
え
ば
生
産
力
と
生
産
諸
関
係
の
相
互
規
定

と
い
う
や
っ
さ
。
先
駆
者
の
な
や
み
と
い
う
の
は
新
し
い
技
術
を
古
い
経
済
関
係
の
な

か
に
持
ち
こ
も
う
と
す
る
場
合
の
矛
盾
を
解
決
す
る
苦
し
み
で
も
あ
る
わ
け
だ
。
」

植
木
「
そ
れ
じ
や
、
こ
ん
ご
の
造
育
林
の
新
し
い
技
術
と
経
営
形
態
と
は
、
ど
う
発
展

し
て
い
く
の
が
本
筋
な
の
で
し
ょ
う
か
？
」

先
生
「
い
や
あ
、
そ
い
つ
は
ち
ょ
っ
と
む
ず
か
し
い
。
き
ょ
う
は
こ
れ
く
ら
い
で
カ
ン

ペ
ン
し
て
く
れ
た
ま
え
。
」
（
我
ら

あ
る
対
話

●

ユ

a
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第11回林業写真コンクール作品募集

主催社団法人日本林業技術協会。全国林業改良普及協会

後援農林省（申請中）・林野庁（申請中）

協賛富士写真フイルム株式会社

；1題材（1，2，5部共通）
森林，林業などを主題とする。

例）森林のすがた観光資源としての森林，森林の生態，動植物など。
林業全般育苗，造林，保育．伐採，搬出，製材，製炭，木材工業，特殊林産，林道治山等，林

:、 業改良普及,､林相．森林被害など。
山村の実態風景，生活，風俗など。

；2区分
第1部1枚写真黒白写真四つ切。

第2部組写真キャビネ～全紙。1組15枚以内，黒白写真。
第3部スライド黒白またはカラー，35ミリ，コマまたはストリップ1本30～50コマ。説明台本

1通添付テープ付も可。

；3応幕規定
；1．応募資格応募者は職業写真家でないこと。応募作品は雑誌，その他印刷物や，全国的な写真コンク

ールに未発表のものに限る。

：2．応募点数制限しない。
』ろ．記祓事項第1部，第2部はハガキ大の紙に轡いてこれを作品の下に貼る，第5部は説明台本記載。
1．部門別，2．題材別鰊林のすがた，林業全般，山林の実態)，ろ．題名，4．内容説明，5．撮影年月日，
6．撮影場所，7．撮影データ（使用カメラおよびレンズの種類，天候，絞り，露出，フィルター，照明，使

用フイルム，現像薬，その他特記事項)，8．作画データ（使用印画紙の種類，現像薬，その他特記事項)，
9．住所，氏名，職業，年齢。

14．〆切昭和39年2月末日（当日消印のものを含む）
5．送付先東京都港区赤坂溜池町1三会堂ピル社団法人全国林業改良普及協会

第11回林業写真コンコール係り

：6．作品の帰属応募作品の発表，プリントなどの版権は主催者に帰属するものとする。
第1，第2部の応募作品はいっさい返却しないが，第5部作品は審査後返送する。

第3部作品を主催者側から一般公開用のスライドの原作として採用する場合にはあらかじ

め応募者に連絡し，相応な謝礼金を脳呈するものとする。

；4審査員0順不同，敬称略）
山岳写真家塚本閤治農林コンサルタントセンター社長八原昌元
林野庁林政課長黒河内修林野庁研究普及課長伊藤清三
全国林業改良普及協会専務理事原忠平日本林業技術協会専務理事松原茂

：5入選者の決定と発表審査は昭和39年3月中旬に行なう。発表は，日本材饒技術協会の「林業技術」全
国改良普及協会発行の「林業新知識」誌上，作品の公開は随時同誌上で行ない，
適当な機会に展覧会を開く。

’6賞

第1部特選1名農林大臣賞賞金10,000円注各部門とも入選者には

三鴨巽曾為墓技鶉驫：蕊：::::目協賛団体から副賞(賞杯
三席10名賞金2,000円または記念品）を贈呈す
佳作20名記念品る。同一者の入選作につ

第2部特選1名農林大臣賞賞金20,000円いては席位はつけるが，

三儒篭堂園懸；良暑及:会：蕊↑:::::目賞金賞品は爆満位作品
三席5名賞金3,000円1点にのみ贈呈する。

第5部特選1名農林大臣賞賞金30,000円
一席1名林野庁長官賞賞金15,000円
二席1名全国林業改良普及協会徴賞金10,000円
三席5名賞金5.000円

一

戸
塞

8
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おしらせ

◇会誌の新しい編集方針について

本会では，常務理事会，および編

集委員会などで，これからの会誌の

編集のしかたについて鋭意検討して

まいりましたが，その骨子が次のよ

うに決りました。今後はこの方針に

そって，より一層の充実を期して努

力するつもりでありますので，皆様

のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。

◎会誌の性格

広く林業技術に関係ある方々を対

象とし，林業技術者にとって，技術

や教養の向上に役立ち，読みやすく

親しみの持てる林業の総合雑誌であ

り，職場のつながりを基磐として，

会員の親善を図ることを目的とす

る。

◎体裁とページ数

B5版9ポイントならびに8ポ

イント活字を使用

ページ数は，広告の部分を除いた

記事のページ数を原則として56ペー

ジだてとする。

◎掲載記事の区分とおおよその割当

ざも

①巻頭言

随時掲戦するものとする。

②林業時評

林業または技術に関する重要な問

題についての論説を毎号1篇掲載す

る。

③解説的な記事

林業技術そのものの解説，新しし、

技術の紹介，技術または一般林業に

関する動向，問題点等を解説する。

講座または，座談会の形式によるも

のも含む

④研究調査発表

会員の研究や調査結果を一般にわ

かりやすく紹介するため，なるべく

要旨だけに止め，1篇について2ペ

ージ以内に限定する。

⑤自由論壇および会員の声

技術振興に関する事項，林政に関

する問題，職域に関する問題等広く

なにごとによらず会員の意見を自由

にこの柵に発表できるようにする。

1人1筋，最高2ページとし，それ

以内ならば制限はない。

⑥林業放談

適当な人に依頼して毎号1篇継続

して掲載する。

⑦相談室，各種試験問題

相談室～主として技術的な問題に

関する質疑応答を掲戦する。会員か

らの質疑を歓迎する。

試験問題～国有林における担当区

主任の資格試験，民有林における

SP,Agの試験を主とし，その他林

業関係で行なわれる各種試験問題の

うちから適当に選択して紹介する。

③その他

とびつくす，こだま，本の紹介，

海外ニュース，随想，協会記事，編

集後記等については，ほぼ従来通り

とする。

－へ

会 務報告

◇第5回常務理事会

9月27日（金）正午より本会和室会

議室で開催，

出席者：検瀬玉木，沢田の各瀞務

理事と本会から石谷，松原，成

松，

◇第7回編集委員会

10月10日午後5時より本会和室会

識室で開催，

出席者：鈴木(郁)，有馬，山崎，大

西，野口の各編集委員と本会から

松原，橋谷，八木沢，中元，

膜編集室から｡鱈f罵墓鳥蝋麓
いて）とし､うモットーを立てた。どの頁を開し､て見ても

同じ活字で，同じ組み方では，そうはいえないだろう。

本号からは，それを大部改めてこの趣旨にそった稜りで

ある。しあくまでも本誌は，会員の雑誌であるから、会

員に役に立つ，そしてまた会員の意見の発表の場である

こともモットーである。雑然といろんな記事を並べるだ

けの編喋から，やや系統立った編集のしかたをとること

にしたので，投稿される方もご協力願いたい。シそれ

と，こんな記事がほしい，あの記事はおもしろかった

等，どしどし批判や希望をいただきたい。会誌を良くす

るためには編集室を独りよがりに放任しないで，広く皆

様の力をお貸しいただきたし､のである。

伝林業基本法と共に国有林解放が，わが国林政の当面す

る最も大きな問題であろう。本誌自由論壇でも毎号論戦

が行なわれているが，本号では特に太田大先輩にお願い

して書いていただし､た。ぜひ、一読も二読も望みたい。
（松原）

昭和38年11月10日発行．

林業技術第260号

編集発行人松原茂

印刷所大日本印刷株式会社

発行所社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町七番地

祗話(331)4214．4215

（摂替東京6“48希）
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アメリカ林業機械の綜合
メーカーがおくる優秀機械
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製造元日本カーリット株式会社
東京都千代田区丸の内1の1髄話(281）5021代表

販売元正和商事株式会社
大阪市束区伏見町2の21通話(231）8969代表

千葉服馬商店
東京都中央区日本橘本町4の14砥禰(661）3475～6

山本農薬株式会社
大阪府和泉市府中町電話和泉(41）2ユ80～2
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営業 日本の林業機械センター
ロ
牢 目

●ワイヤーロープ････．．……

…･……･…･…(朝日・暁）
･集材機…･･……．．…．．…･－

（岩手富士・南星）
●ディーゼルエンジン…･･･

（久保田･ビクターオート）
･ガソリンエンジン･･･(西ド

イツ･ﾌｫﾙｸｽﾜー ｹﾝ社）
⑬スチール・チェンソー･･･

（西ドイツ・スチール社）
②チルホール……･･…･…･･･

（フランスト･ラクテル社）
⑤刈払機クライスカッター

．……･………･…･･･(丸山）
sチッパー・木工機･･･……

”．．………………･･(太平）
⑥電動工具･･･…････．．………

．…･…･………(大和髄機）
⑧クロ．－ラートラタク･--･･･

．…･…………･(岩手富士）
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れた固形の特長そのまま
分が倍手間は半分

すぐれた固

成分が倍

日本林業肥料株式会社
東京都港区芝琴平町34TEL(501)9223･9226･9556

日本肥糧株式会社

販売

製造

膣
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
壹
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
一
蕊
一
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
罵
皿

Ⅲ
Ⅲ

林
業
試
験
場
技
官
山
脇
三
平
著
Ａ
５
上
製
函
入
価
六
五
○
円
〒
帥

ⅢＩⅢ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ
Ⅲ

林
業
機
械
入
門
”

ⅡⅢⅢⅢⅡⅢ

林
業
機
械
の
権
威
者
山
脇
技
官
が
、
あ
ら
ゆ
る
調
査
に
研
究
Ⅲ

Ⅲ

川

の
成
果
を
集
大
成
さ
れ
た
本
書
は
、
最
新
の
林
業
機
械
全
般

１川

に
亘
っ
て
、
基
礎
的
な
事
項
か
ら
、
構
造
・
性
能
・
取
り
扱
州

川

法
ま
で
、
一
五
○
の
図
・
写
真
と
平
易
な
筆
致
に
よ
っ
て
解
ⅢⅢ

明
し
た
も
の
で
、
技
術
者
、
学
生
諸
氏
の
必
読
害
で
あ
る
。

Ⅱ

Ⅲ
Ⅲ

Ⅲ

八
主
な
目
次
ｖ
ｌ
林
業
機
械
の
あ
ら
ま
し
２
原
動
機
５
機
械
材

Ⅲ

料
と
要
素
４
チ
室
ン
ソ
－
５
復
動
鋸
６
刈
払
機
７
植
穴
掘

機
８
散
布
機
９
根
切
掘
取
機
・
植
付
機
扣
集
材
機
・
索
道
装
Ⅲ

１１

Ⅲ

置
荊
ト
ラ
ク
タ
・
付
属
装
置
ね
林
鉄
棲
関
車
・
ト
ロ

ー

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ

川
躯
番
編
印
著
卯
著
釦
著
釦
著
卯
著
釦
著
印
編
釦
著
印
州

総
矩
一
丁
報
光
一
Ｔ
矩
一
丁
楽
一
丁
他
宇
編
一
丁
州

科
〒
夫
〒

Ⅱ
一
Ⅲ
２
８

川
町
記
林
銅
》
》
禮
蛎
融
蛸
率
岨
本
州
下
釦
藤
蜘
》
岫
椎
》

藷
円
・
規
酔
殿
即
喫
円
眞
円
川

州
崎
副

州
産
京

蕊
２
５
２
７
２

１
Ⅷ
神
東

東
価
山
価
山
上
松
価
加
価
山
価
松
価
武
佃
武
価
藤
価
川

剛
京
替

州
東
振

Ⅲ

携
説
幽
甲
帳
説
理
方
ｊ
規
図
Ⅷ

Ⅱ

鰯
Ⅷ

州
房

手
図
地
え
製
川

必

川

説

州
書
》
算
要
痕
業
考
題
法
と
柳

川
、
ノ

要

諦
雛
州
営
鯏
業
習
州

の

計
林
・

州
文
癖
林

Ⅱ

経
試
林
実
州

業

く

Ⅲ

錨
》
酵
蝿
鰔
雌
幟
轆
準
鱸
舶

林
育
育
Ⅲ

岬
明

用
門

川

舜
入

実

型
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
罰

ざ
。
ご
■
。
。
句
や

‐

一



験

。
■
手

□

ぬ

一

所
剛
０ｆ

ｌ

野
口
陽
一
箸

Ｂ
六
判
二
四
○
頁

価
五
五
○
円
〒
八
○
円

山
地
に
お
い
て
森
林
と
水
と
は
調
和

の
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れ
て
い
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と
き
に
は
植
物
の
成
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追
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関
係
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参
考
図
書
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目
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レミントン･チェンソー日本販売総代理店

天塩川木材工業株式会社 "P0"TL｡

襖桟都（総代理店那務耐東京都千代田区内幸町2の3倖ピル内）電話591局'0709'078W
札幌支店北海逆ブロック取扱所札幌祠上四条西5丁目ﾖﾋ謹道林業会館内TEL(3)2111
束京支店関東.照北ブロック取扱所東京都江東区深川11W前仲町2の4篭話641局1750.4576.Z73147828f
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●最高の性能を誇る……
WestGermanyStihIChainSaW

面詞虫スヂークLヂエンソー
傷傷害保険付

自動調節チェーン給油装置

強力ダイレクトドライブ式

ダイヤフラム気化器

１
１

伊藤萬株式会社機械部

東京都中央区日本橋大伝馬町2の6

TEL(661)3141(代表）

大阪市東区本町4の49

名古屋市中区御幸本町4の19

Tel(271)2241(代）

TeI(21)1411(代）

■■
’

一

甘

ローラーチップで速度アップノチップで速度アップノ

「

１
１

大のクリントン社の

潤滑耐磨性があり、

軽量で馬力は晶高／

は人力の5倍を越え

な樹種でも地上2寸

寸の低位置切師咄
始動が簡単で､操

構造です。

ログ進呈

大のクリントン社の

潤滑耐磨性があり、

軽量で馬力は晶高／

は人力の5倍を越え

な樹種でも地上2寸

寸の低位置切師咄
始動が簡単で､操

構造です。

ログ進呈

’

本社

札幌支店
東京営業所

福岡営業所

高松営業所

大阪市北区伊勢町13TEL(312)8821～7
札幌市南一条西6丁目TEL(2)4487(4)4726
束京都千代田区神田豊島町1(みづほビル)(866)7095～6.2196
福朋市西露町94TEL(75)5968～9
高松市天神前1－9の14TEL(3)6784

ﾕ区伊勢町13TEL(312)8821～7
一条西6丁目TEL(2)4487(4)4726

発売元
。

日鋼実業株式会社
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昭
和
三
十
八
年
十
一
月
十
日

昭
和
二
十
六
年
九
月
四
日

■’
白

I

芯一ムライ1-チエンソー

機械化の新時代を築く名コンビ.／ 発第
三
種
郵
便
物
認
諦

iをもとに一段と躍進したホ多年の実絞をもとに一段と躍進したホ
ームライトチェンソーは，常に機械化
の新時代を築きあげ，新しい林業発展
のため活蹄しています。
<C-5>●小叫降職でスマートなス
タイル，8万円台という破格の安値，
ダイレクトドライブ，ギャドライブ交
換自由。
<770D>④タ．イレクトドライブ，

ｊ（
毎
月
一
回
十
日
発
行
）

7．7馬力。

あらゆる伐木作業に適した高馬力剛チ
ェンソーのエース。

日本総代理店 林
業
技
術

本社

三國商工株式會社札幌織所
東京都千代田Ⅸﾈ'll111111代町20亀松ビル

TEL(291)3241(代）
札幌市北Iﾉq条西7-1(電話)(2)0757(3)5946

玉江ccて丁丁.T五三》C玉江
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薑 ます

茅マッカ苛一 虹
チエンソーで、最も伝統の長い、最もサ
ービスの完壁なマッカラーが、製品保証
付の高品質の新型《1－43型》を、7万
円台で提供することになi)ました。他の
輸入品、国産品と比較してみてください。

マッカラー社・日本総代理店

八蕊新宮商T壷
小樽市稲穂町束7の11芯（2）5111
束京綿中央区日本橘1の6砿(281）2136
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羅 辮
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